
 図表Ⅱ-8-1-4  カーボンニュートラルポート（CNP）形成のイメージ

（ 7 ）住宅・建築物の省エネ性能の向上
民生部門のエネルギー消費量は、他の部門に比べると増加が顕著であり、住宅・建築物の省エネル

ギー性能の向上は喫緊の課題である。
住宅以外の一定規模以上の建築物の省エネ基準への適合義務等の規制措置を講ずる「建築物のエネ

ルギー消費性能の向上に関する法律」が平成29年4月に全面施行された。また、住宅・建築物の省
エネルギー性能の一層の向上を図るため、建築物の規模・用途ごとの特性に応じた実効性の高い対策
として、省エネ基準への適合義務の対象となる建築物の範囲を中規模建築物に拡大することや住宅
トップランナー制度の対象に注文戸建住宅及び賃貸アパートを追加することなどを内容とする「建築
物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律」が、令和元年5月に公布され、
令和3年4月1日に全面施行された。
さらに、省エネルギー性能を消費者に分かりやすく表示するため、住宅性能表示制度、建築環境総

合性能評価システム（CASBEE）、建築物省エネルギー性能表示制度（BELS）等の充実・普及を図っ
ている。
このほか、省エネ・省CO2等に係る先導的なプロジェクトや、中小工務店等が連携して建築する

ZEH（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）や認定低炭素建築物等の取組みに対する支援を行うとと
もに、（独）住宅金融支援機構の証券化支援事業の枠組みを活用した金利引下げ等を実施している。
また、設計・施工技術者向けの講習会の開催等により、省エネ住宅・建築物の生産体制の整備に対す
る支援を行っている。

（ 8 ）下水道における省エネ・創エネ対策等の推進
高効率機器の導入等による省エネ対策、下水汚泥の固形燃料化等の新エネ対策、下水汚泥の高温焼
却等による一酸化二窒素の削減を推進している。
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（ 9 ）建設機械の環境対策の推進
燃費基準値を達成した油圧ショベル、ブルドーザ等の主要建設機械を燃費基準達成建設機械として

認定する制度を運営しており、令和3年1月末現在で130型式を認定している。一方、これらの建設
機械の購入に対し低利融資制度等の支援を行っている。
また、2050年目標である建設施工におけるカーボンニュートラルの実現に向けて、動力源の抜本

的な見直しが必要であり、革新的な建設機械（電動、水素、バイオマス等）の導入拡大を図るため、
現場導入試験を実施し普及・支援策を講じる。

（10）都市緑化等による CO2 の吸収源対策の推進
都市緑化等は、京都議定書に基づく温室効果ガス吸収量報告の対象となる「植生回復活動」として
位置付けられており、市町村が策定する緑の基本計画等に基づき、都市公園の整備や、道路、港湾等
の公共施設や民有地における緑化を推進している。
また、地表面被覆の改善等、熱環境改善を通じたヒートアイランド現象の緩和による都市の低炭素
化や緑化によるCO2吸収源対策の意義や効果に関する普及啓発にも取り組んでいる。

（11）ブルーカーボンを活用した吸収源対策の推進
CO2吸収源の新しい選択肢として、「ブルーカーボン」、すなわち沿岸域や海洋生態系に貯留される

炭素が世界的に注目されており、令和元年6月に「地球温暖化防止に貢献するブルーカーボンの役割
に関する検討会」を立ち上げ、さらに、令和2年7月にブルーカーボンに関する試験研究を行う技術
研究組合としては国内初となる「ジャパンブルーエコノミー技術研究組合（JBE）」の設立を認可す
るなど、ブルーカーボンを吸収源として活用していくための具体的な検討を進めている。あわせて、
鉄鋼スラグ等の産業副産物を有効利用したブルーカーボン生態系の維持・拡大に向けた取組みを引き
続き推進する。

 3	 再生可能エネルギー等の利活用の推進
平成30年7月に閣議決定された「エネルギー基本計画」に基づき、再生可能エネルギーの導入を
最大限加速していくこととされていることを踏まえ、国土交通省では、洋上風力、空港施設等の広大
なインフラ空間、河川流水、安定かつ豊富な下水道バイオマス等といった再生可能エネルギーのポテ
ンシャルを活用した再生エネルギーの導入を推進している。

（ 1 ）海洋再生可能エネルギー利用の推進
洋上風力発電の導入に関し、港湾区域内においては、平成28年度の港湾法改正により、また、一
般海域においても31年4月に施行された「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利
用の促進に関する法律」（再エネ海域利用法）により、長期にわたる占用を実現するための枠組みが
法制化された。このうち一般海域においては、既に「秋田県能代市、三種町及び男鹿市沖」「秋田県
由利本荘市沖（北側）」「秋田県由利本荘市沖（南側）」「千葉県銚子市沖」「長崎県五島市沖」の4ケ
所（5区域）を促進区域として指定しており、全ての区域について公募手続きを開始している。また、
令和2年7月に新たに4区域を有望な区域として整理するなど、今後、洋上風力発電の導入が全国に
て見込まれている。
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さらに、同年2月に施行された改正港湾法により、洋上風力発電設備の設置及び維持管理に不可欠
な港湾として、国が基地港湾を指定し、発電事業者に長期・安定的に埠頭を貸し付ける制度を創設し
た。同法に基づき同年9月には、能代港、秋田港、鹿島港、北九州港の4港を基地港湾として指定し、
既に地耐力強化などの必要な整備に着手し、このうち秋田港については令和3年4月に発電事業者の
貸し付けを開始している。
加えて、「洋上風力の産業競争力強化に向けた官民協議会」を経済産業省と合同で設立し、第1回

を同年7月に、第2回を同年12月に開催したところ。第2回において「洋上風力産業ビジョン（第1
次）」を策定し、2030年までに1,000万kW、2040年までに3,000万kW～ 4,500万kWの案件形成
を掲げるなどの目標を掲げている。
また、浮体式洋上風力発電施設の商用化に向けて同施設のコスト低減が喫緊の課題となっている。

このため、平成30年度より安全性を確保しつつ浮体構造や設置方法の簡素化等を実現するための設
計・安全評価手法を検討しているところ、令和2年度からは検査の効率化を実現するための手法を検
討している。

 図表Ⅱ-8-1-5 洋上風力発電の導入促進に向けた取組（基地港湾・促進区域等の状況）
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風車による発電を海の上で行うこと、これが洋上風力発電です。陸上風力発電に比べて輸送・
設置における制約が少ないことから設備の大型化が可能であり、効率的に大量のクリーンエネ
ルギーを発電できるという特徴があります。洋上風力発電は、欧州を中心に導入が拡大しており、
例えば英国では 2,000 本を超える風車がすでに稼働中です。

四方を海に囲まれた我が国においても、洋上風力は持続可能なエネルギー源として有望視さ
れており、2050 年カーボンニュートラル実現への切り札ともいわれています。国土交通省及び
経済産業省が昨年 12 月に策定した「洋上風力産業ビジョン（第 1 次）」においても、2030 年ま
でに 1,000 万 kW、2040 年までに 3,000 万 kW ～ 4,500 万 kW の案件形成を掲げるなどの大きな
目標を掲げています。これは大型火力発電所 30 基で発電できる量を超える量の発電施設を新た
に導入することと同等の目標です。

さて、この洋上風力発電は、風車大型化が日々進捗しており、現在の 8MW クラスではブレー
ドの長さが 80m 程度（ジャンボジェット機の全長と同程度）、最大高さは約 190m にも及びます。
また、ナセルや支柱となるタワーは 1 基あたり約 400 トン以上にもなります。そのため、洋上
風力発電の導入促進には、洋上風力発電設備の設置や維持管理のため、一定の耐荷重を備える
岸壁や長大な資機材を取り扱うことが可能な規模の背後地といった機能を備えた港湾が必要不
可欠です。また、洋上風力発電は事業期間が 20 ～ 30 年近くの長期間に及ぶことから、継続的
に港湾施設の利用が確保できるかといった点が洋上風力発電事業者にとって重要です。そのた
め、これらの課題を解決するため、令和 2 年 2 月に施行された「港湾法の一部を改正する法律」
により、洋上風力発電設備の設置や維持管理において、風車のブレードや発電機が収納された
ナセルなどの資機材の輸入、保管、搬出入、組み立てに利用するための海洋再生可能エネルギー
発電設備等拠点港湾（基地港湾）制度を創設しました。

令和 2 年 9 月には秋田港、能代港、鹿島港、北九州港の 4 港について、全国で初の基地港湾
の指定を行い、既に地耐力強化などの着実に事業展開を図っているところです。総事業費約1,000
億円の我が国初の大規模洋上風力発電のプロジェクトが能代港内及び秋田港内で進捗中であり、
令和 2 年度に完成した基地港湾（秋田港）の施設を活用し、令和 3 年度より風車の洋上建設工
事を開始し、4 年度より運転開始予定となっております。

ͤ䜶䝇䝡䜰䜴 H P ㈨ᩱ䜈 ‴ᒁ䛻䛶ຍ➹

　　

ίϥϜ 洋上風力発電を支える港湾
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（ 2 ）小水力発電の推進
河川等における再生可能エネルギーの導入促進に向けた取組みとして、小水力発電の導入を推進し

ている。具体的には、登録制による従属発電の導入促進、現場窓口によるプロジェクト形成支援、砂
防堰堤における小水力発電の検討についての情報提供等の技術的支援および小水力発電設備の導入支
援を行っているほか、直轄管理ダム等においてダム管理用水力発電設備の積極的な導入による未利用
エネルギーの徹底的な活用を図っている。

（ 3 ）下水道バイオマス等の利用の推進
国土交通省では、下水汚泥のエネルギー利用、下水熱の利用等を推進している。平成27年5月には、

「下水道法」が改正され、民間事業者による下水道暗渠への熱交換器設置が可能になったほか、下水
道管理者が下水汚泥をエネルギー又は肥料として再生利用することが努力義務化された。固形燃料化
やバイオガス利用等による下水汚泥のエネルギー利用、再生可能エネルギー熱である下水熱の利用に
ついて、PPP/PFI等により推進している。

（ 4 ）インフラ空間を活用した太陽光発電の推進
東日本大震災を契機とするエネルギー需給の変化を踏まえ、下水処理場、港湾・空港施設における

広大なスペースの有効活用に加え、官庁施設等の公共インフラ空間における公的主体による太陽光発
電設備の設置や導入のほか、道路・都市公園においては、民間事業者等が設置できるよう措置している。

（ 5 ）水素社会実現に向けた取組みの推進
家庭用燃料電池（平成21年市場投入）や燃料電池自動車（26年市場投入）など、今後の水素エネ

ルギー需要の拡大が見込まれる中、水素の製造、貯蔵・輸送、利用という観点から、水素をエネルギー
として利活用する社会“水素社会”の実現に向けた環境を整備する。また、29年12月に「水素基本戦
略」が再生可能エネルギー・水素等関係閣僚会議決定されており、国土交通省としても関係省庁と連
携しつつ取組みを進めていく。

①燃料電池自動車の普及促進
燃料電池自動車の世界最速普及を達成すべく、また、比較的安定した水素需要が見込まれる燃料電

池バス等を普及させることが水素供給インフラの整備においても特に重要であるとの認識の下、民間
事業者等による燃料電池自動車の導入事業について支援していく。令和2年末までに、燃料電池自動
車の保有台数は4,386台となった。

②水素燃料電池船の実用化に向けた取組み
国交省と環境省の連携により、船舶における水素利用における各種技術的な課題・対応策の検討や

経済性の試算などの取組みを進め、船舶における水素利用拡大に向けたロードマップを策定した。

③液化水素の海上輸送システムの確立
平成27年度より、川崎重工業（株）等が、豪州の未利用エネルギーである褐炭を用いて水素を製造し、

我が国に輸送を行う液化水素サプライチェーンの構築事業（経済産業省「未利用エネルギー由来水素
サプライチェーン構築実証事業」（国土交通省連携事業））を実施している。
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④下水汚泥由来の水素製造・利活用の推進
下水汚泥は、量・質の両面で安定しており、下水処理場に集約される。下水処理場が都市部に近接

している等の特徴から、効率的かつ安定的な水素供給の実現の可能性が期待されている。そこで、再
生可能エネルギーである下水汚泥から水素を製造・利活用するため、下水道施設での水素製造技術の
開発・実証等を推進している。

 4	 地球温暖化対策（適応策）の推進
気候変動による様々な影響に備えるための取組みは、「気候変動適応法」（平成30年法律第50号）
に基づき策定された、政府の「気候変動適応計画」（平成30年11月閣議決定）に基づいて、総合的
かつ計画的に推進している。
国土の保全をはじめ多様な分野を所管し、安全・安心な国土・地域づくりを担う国土交通省におい
ては、平成30年11月に「国土交通省気候変動適応計画」（平成27年11月策定）の一部改正を行い、
最新の施策等の反映を行った。
この「国土交通省気候変動適応計画」に基づき、自然災害分野（水害、土砂災害、高潮、高波等）
及び水資源・水環境分野でのハード・ソフト両面からの総合的な適応策の検討・展開に取り組むとと
もに、気候変動の継続的モニタリング・予測情報等の提供や国民生活・都市生活分野の適応策にも資
するヒートアイランド対策大綱に基づく対策等にも取り組んでいる。

	 第2節	 循環型社会の形成促進

 1	 建設リサイクル等の推進
建設廃棄物は、全産業廃棄物排出量の約2割を占め、その発生抑制、再利用、再生利用は重要な課
題である。平成30年度の建設廃棄物の排出量は全国で7,440万トン、最終処分量は212万トンまで
減少し、再資源化・縮減率も97.2％に向上するなど、維持・安定期に入ってきたと考えられるが、
今後も社会資本の維持管理・更新時代の到来への対応など、更なる建設リサイクルの推進を図る必要
がある。
下水汚泥についても、全産業廃棄物排出量の約2割を占め、27年度の排出量は約7,807万トンで
あり、そのリサイクル、減量化の推進に取り組んでいる。
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 図表Ⅱ-8-2-1 建設廃棄物の搬出量、再資源化・縮減量及び最終処分量の経年変化と品目別再資源化率建タᗫᲠ物䛾ᦙฟ㔞䚸෌㈨※໬・⦰ῶ㔞ཬ䜃最⤊ฎศ㔞䛾経ᖺኚ໬䛸ရ┠ู෌㈨※໬⋡

資料）国土交通省　平成 30 年度建設副産物実態調査結果

（ 1 ）建設リサイクルの推進
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）」に基づき、全国一斉パトロー
ル等による法の適正な実施の確保に努めている。
また、国土交通省における建設リサイクルの推進に向けた基本的考え方、目標、具体的施策を示し

た「建設リサイクル推進計画2020 ～「質」を重視するリサイクルへ～」（計画期間：最大10年間、
必要に応じて見直し）を令和2年9月に策定し、各種施策に取り組んでいる。
具体的には、建設副産物の再資源化率等に関する6年度達成基準値を設定するとともに、今後は「質」

の向上が重要な視点と考え、①建設副産物の高い再資源化率の維持等、循環型社会形成へのさらなる
貢献、②社会資本の維持管理・更新時代到来への配慮、③建設リサイクル分野における生産性向上に
資する対応等を主要課題とした取り組むべき施策を実施している。

 図表Ⅱ-8-2-2 建設リサイクル推進計画2020における達成基準値

※㸯㸸඲ᘓタᗫᲠ≀᤼ฟ㔞࡟ᑐࡿࡍᘓタΰྜᗫᲠ≀᤼ฟ㔞ࡢ๭ྜ
※㸰㸸ᘓタⓎ⏕ᅵⓎ⏕㔞࡟ᑐࡿࡍ⌧ሙෆ฼⏝ࡢ࡛ࡲࢀࡇࡧࡼ࠾ᕤ஦㛫฼⏝➼࡟㐺ṇ࡟┒ᅵࡓࢀࡉ᥇▼ሙ㊧ᆅ᚟ᪧࡸ㎰ᆅཷධ➼ࢆ
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 図表Ⅱ-8-2-3 リサイクルの「質」の向上に係る具体例

（ 2 ）下水汚泥の減量化・リサイクルの推進
下水汚泥のリサイクルを推進（令和元年度リサイクル率75％）し、下水汚泥の固形燃料化等によ

るエネルギー利用を進めている。さらに、下水道革新的技術実証事業（B-DASHプロジェクト）により、
下水道資源を有効利用する革新的な技術及びシステムの実証を進めている。

 2	 循環資源物流システムの構築
（ 1 ）海上輸送を活用した循環資源物流ネットワークの形成
循環型社会の構築に向けて循環

資源の「環」を形成するため、循
環資源の広域流動の拠点となる港
湾をリサイクルポート（総合静脈
物流拠点港）として全国で22港
指定している。リサイクルポート
では、岸壁等の港湾施設の確保、
循環資源取扱支援施設の整備への
助成、官民連携の促進、循環資源
の取扱いに関する運用等の改善を
行っている。
また、海上輸送を活用した災害

廃棄物の広域処理にあたって生じ
る課題を整理し、それら課題の対
応策及びその実効性を向上させる
ために必要となる関係者の体制及
び役割分担等について、関係省庁
及び関係民間団体等と連携して検
討を進めるなど、連携体制の構築を進める。

 図表Ⅱ-8-2-4 リサイクルポートの指定
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 図表Ⅱ-8-2-5 災害廃棄物の海上輸送を活用した事例

姫川港

熊本港、八代港

海上輸送ルート
姫川港での荷役状況

左：バラ積み貨物で受入れ
右：陸送用トラックに積替え

資料）リサイクルポート推進協議会

（ 2 ）廃棄物海面処分場の計画的な確保
港湾整備により発生する浚渫土砂や内陸部での最終処分場の確保が困難な廃棄物等を受け入れるた
め、海面処分場の計画的な整備を進めている。特に大阪湾では、大阪湾フェニックス計画注4に基づい
て広域処理場を整備し、大阪湾圏域から発生する廃棄物等を受け入れている。また、首都圏で発生す
る建設発生土をスーパーフェニックス計画注5に基づき海上輸送し、全国の港湾等の埋立用材として広
域利用を行っている。

3 自動車・船舶のリサイクル
（ 1 ）自動車のリサイクル
「使用済自動車の再資源化等に関する法律（自動車リサイクル法）」に基づき、使用済自動車が適切
にリサイクルされたことを確認する制度を導入している。また、「道路運送車両法」の抹消登録を行
う際、自動車重量税還付制度も併せて実施し、使用済自動車の適正処理の促進及び不法投棄の防止を
図っている。なお、令和元年度において、自動車リサイクル法に基づき解体が確認され、永久抹消登
録及び解体届出がなされた自動車は1,393,183台である。

（ 2 ）船舶のリサイクル
船舶解体（シップ・リサイクル） 注6は、インド、バングラデシュ等の開発途上国を中心に実施され
ており、労働災害と環境汚染等が問題視されてきた。この問題を国際的に解決するため、我が国は世
界有数の海運・造船国として国際海事機関（IMO）における議論及び条約起草作業を主導し、「2009
年の船舶の安全かつ環境上適正な再資源化のための香港国際条約」（シップ・リサイクル条約）が採
択された。

注 4　近畿 2 府 4 県 168 市町村から発生する廃棄物等を、海面埋立により適正に処分し、港湾の秩序ある整備を図る事業。
注 5　 首都圏の建設発生土を全国レベルで調整し、埋立用材を必要とする港湾において港湾建設資源として有効利用する仕組

み。
注 6　寿命に達した船舶は、解体され、その大部分は鋼材として再活用される。
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シップ・リサイクル条約の早期発効は、シップ・リサイクル施設の労働者の安全確保や環境保全の
みならず、老朽船の円滑な市場退出を通じて、世界の海事産業が持続的に発展していく上で重要である。
我が国は、平成31年3月に同条約を締結し、各国に対して同条約の早期締結に向けて働きかけを
行ってきている。特に、同条約の発効には主要解撤国の締結が不可欠であるところ、インドに対しては、
平成30年10月の日印首脳会談で安倍首相から同条約の早期締結を期待する旨を伝えるなどの働きか
けを行うとともに、ODAを通じたシップ・リサイクル施設改善の支援（ODA事業：円借款額85.2億円）
を行い、同条約の実施体制の整備を後押ししている。
同条約の発効要件は、①15か国以上が締結、②締約国の商船船腹量の合計が40％以上、③締約国
の直近10年における最大年間解体船腹量の合計が締約国の商船船腹量の3％以上であるところ、令
和元年11月にはインドが同条約を締結するなど、条約の発効に向けて大きく前進しており、令和3
年3月末時点の発効要件の充足状況はそれぞれ①16か国、②29.6％、③2.5％஫ 7となっている。
今後とも、バングラデシュなど条約未締結の主要解撤国における、条約締結に向けた課題の調査等
を行い、早期締結に向けた協力を進めていく。
一方、プレジャーボートの船体はFRP（繊維強化プラスチック）製であるためリサイクルが非常に
難しい。このため、使用済FRP船のリサイクルが適切に進むよう、地方運輸局、地方整備局、都道府
県等の地方ブロックごとに行っている情報・意見交換会の場を通じて、一般社団法人日本マリン事業
協会が運用している「FRP（繊維強化プラスチック）船リサイクルシステム」の周知・啓発を図った。

 4	 グリーン調達に基づく取組み
「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法）」に基づく政府の基本方針
の一部変更を受け、「環境物品等の調達の推進を図るための方針（調達方針）」を策定した。これに基
づき、公共工事における資材、建設機械、工法、目的物等のグリーン調達஫ 8を積極的に推進している。

 5	 木材利用の推進
木材は、加工に要するエネルギーが他の素材と比較して少なく、多段階における長期的利用が地球
温暖化防止、循環型社会の形成に資するなど環境にやさしい素材であることから、公共工事等におい
て木材利用推進を図っている。
また、「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」等に基づき、低層建築物の木造化、
内装等の木質化、CLTの活用等に取り組むとともに、木材利用に関する技術基準、手引き等の作成及
び関係省庁や地方公共団体等への普及に努めている。さらに、国における木材利用の取組み状況を取
りまとめ、毎年公表している。
そのほか、木造住宅・建築物の整備の推進のため、地域材を使用した長期優良住宅等の良質な木造
住宅等の建設に対する支援や、先導的な設計・施工技術を導入する中大規模木造建築物や、地域の気
候風土に適応した木造住宅の整備に対する支援、地域における木造住宅生産体制の整備、担い手の育
成等に取り組んでいる。

஫ 7ɹ平成 30 年のੈքの঎ધધෲྔの 40ˋΛక約ࠃの঎ધધෲྔͱԾఆͯ͠ࢉࢼɻ
஫ 8ɹ͜͜Ͱ͸ʮάϦʔϯߪೖ๏ʯୈ 2 ৚ʹنఆ͞Εͨڥ؀෺඼౳Λௐୡ͢Δ͜ͱΛάϦʔϯௐୡͱ͍͏ɻ
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 図表Ⅱ-8-2-6 木材利用の整備事例
①国道 19 号　道の駅大会（トイレ改修） ②迎賓館赤坂離宮前休憩所

（内閣府予算の委任を受け国土交通省が整備を実施）

	 第3節	 豊かで美しい自然環境を保全・再生する国土づくり

 1	 生物多様性の保全のための取組み
平成22年10月に愛知県名古屋市で開催されたCOP10において戦略計画2011－2020（愛知目標）
が採択されたことを受け、その達成に向けて、取組みを推進した。さらに、24年9月には「生物多
様性国家戦略2012-2020」が策定され、河川、都市の緑地、海岸、港湾等において生物の生息・生
育地の保全・再生・創出等の取組みを引き続き推進することとした。
また、23年10月に、市町村が策定する緑の基本計画の策定時等の参考資料として、「緑の基本計
画における生物多様性の確保に関する技術的配慮事項」を策定した。25年5月には、地方公共団体
における生物多様性の状況や施策の進捗状況を評価するための「都市の生物多様性指標（素案）」を
策定し、28年11月には、改良版として「都市の生物多様性指標（簡易版）」を策定した。そして、
30年4月にはこれまでの成果を活用して、都市の生物多様性の確保に配慮した緑の基本計画の策定
を促進するため「生物多様性に配慮した緑の基本計画策定の手引き」を作成した。一方27年3月には、
我が国の外来種対策を総合的かつ、効果的に推進し、我が国の豊かな生物多様性を保全し、持続的に
利用するため、環境省及び農林水産省と共同で、「外来種被害防止行動計画」を策定した。

 2	 豊かで美しい河川環境の形成
（ 1 ）良好な河川環境の保全・形成
①多自然川づくり、自然再生の推進
河川整備に当たっては、「多自然川づくり基本指針（平成18年10月策定）」に基づき、治水上の安

全性を確保しつつ、生物の生息・生育・繁殖環境及び多様な河川景観の保全・創出に努めている。
また、自然再生事業等による湿地等の再生、魚道整備等による魚類の遡上・降下環境の改善等を推

進するとともに、円山川（兵庫県豊岡市）におけるコウノトリ野生復帰に向けた取組みに代表される
ような、多様な主体との連携した生態系ネットワークの形成による流域の生態系の保全・再生を推進
している。
さらに、これらの取組みをより効果的に進めるため、河川水辺の国勢調査や大規模な実験水路を有

する自然共生研究センターにおける研究成果等を活用するとともに、学識経験者や各種機関との連携
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に努めている。

②河川における外来種対策
生物多様性に対する脅威の1つである外来種は、全国の河川において生息域を拡大している。この

対策として、「河川における外来植物対策の手引き」、「河川における外来魚対策の事例集」（平成25
年12月）等の周知を行うとともに、各地で外来種対策を実施している。

（ 2 ）河川水量の回復のための取組み
良好な河川環境を保全するには、豊かな河川水量の確保が必要である。このため、河川整備基本方

針等において動植物の生息・生育環境、景観、水質等を踏まえた必要流量を定め、この確保に努めて
いるほか、水力発電所のダム等の下流の減水区間における清流回復の取組みを進めている。また、ダ
ム下流の河川環境を保全するため、洪水調節に支障を及ぼさない範囲で洪水調節容量の一部に流水を
貯留し、活用放流するダムの弾力的管理及び弾力的管理試験を行っている（令和2年度は計25ダム
で貯留し、そのうち15ダムで活用放流を実施）ほか、河川の形状等に変化を生じさせる中規模フラッ
シュ放流の取組みを進めている。さらに、平常時の自然流量が減少した都市内河川では、下水処理場
の処理水の送水等により、河川流量の回復に取り組んでいる。

（ 3 ）山地から海岸までの総合的な土砂管理の取組みの推進
土砂の流れの変化による河川環

境の変化や海域への土砂供給の減
少、沿岸漂砂の流れの変化等によ
る海岸侵食等が進行している水系
について、山地から海岸まで一貫
した総合的な土砂管理の取組みを
関係機関が連携して推進してい
る。具体的には、渓流、ダム、河
川、海岸における土砂の流れに起
因する問題に対応するため、適正
な土砂管理に向けた総合土砂管理
計画の策定や、土砂を適切に下流
へ流すことのできる透過型砂防堰堤の設置並びに既設砂防堰堤の改良、ダムにおける土砂バイパス等
による土砂の適切な流下、河川の砂利採取の適正化、サンドバイパス、養浜等による砂浜の回復など
の取組みを関係機関と連携し進めている。

（ 4 ）河川における環境教育
川は身近に存在する自然空間であり、環境学習や自然体験活動等の様々な活動が行われている。子

どもたちが安全に川で学び、遊ぶためには、危険が内在しているなど、正しい知識が不可欠であるこ
とから、市民団体が中心となって設立された特定非営利活動法人「川に学ぶ体験活動協議会（RAC）」
等と連携し、川の指導者の育成等を推進している。
また、学校教育において、河川における環境教育が普及されるよう、教科書出版社に対し、環境教

 図表Ⅱ-8-3-1 総合的な土砂管理の取組み
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育の取組み紹介などを行っている。
○子どもの水辺再発見プロジェクト
　 市民団体、教育関係者、河川管理者等が連携して、子どもの水辺を登録し、子どもの水辺サポー
トセンターにおいて様々な支援を実施している。令和3年3月末現在、305箇所が登録されている。
○水辺の楽校プロジェクト
　 子どもの水辺として登録された箇所において、体験活動の充実を図るにあたって必要な水辺の整
備を実施している。令和3年3月末現在、288箇所が登録されている。
○全国水生生物調査
　 身近な川にすむ生き物の調査を通じて川への関心を高めることを目的として実施しており、令和
元年度は53,269人が参加した。調査地点（1,984地点）の62％を「きれいな水」と判定した。

 3　	 海岸・沿岸域の環境の整備と保全
津波、高潮、高波等から海岸を防護しつつ、生物の生息・生育地の確保、景観への配慮や海岸の適

正な利用の確保等が必要であり、「防護」「環境」「利用」の調和のとれた海岸の整備と保全を推進し
ている。
また、「美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境並びに海洋環境の保

全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律（海岸漂着物処理推進法）」に基づき、関係機関
と緊密な連携を図り、海岸漂着物等に対する実効的な対策を推進している。
また、海岸に漂着した流木等が異常に堆積し、これを放置することにより海岸保全施設の機能を阻

害する場合は、海岸管理者に対して「災害関連緊急大規模漂着流木等処理対策事業」により支援して
いる。
なお、海岸保全施設の機能の確保や海岸環境の保全と公衆の海岸の適正な利用を図ることを目的に、

放置座礁船の処理や海域において異常に堆積しているヘドロ等の除去についても支援している。

 4　	 港湾行政のグリーン化
（ 1 ）今後の港湾環境政策の基本的な方向
我が国の港湾が今後とも物流・産業・生活の場としての役割を担い、持続可能な発展を遂げていく

ためには、過去に劣化・喪失した自然環境を少しでも取り戻し、港湾のあらゆる機能について環境配
慮に取り込むことが重要である。そのため、港湾の開発・利用と環境の保全・再生・創出を車の両輪
としてとらえた「港湾行政のグリーン化」を図っている。
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 図表Ⅱ-8-3-2 港湾行政のグリーン化
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（ 2 ）良好な海域環境の積極的な保全・再生・創出
港湾整備で発生する浚渫土砂等を有効に活用した干潟造成、覆砂、深堀り跡の埋め戻し、生物共生

型港湾構造物の普及等を実施するとともに、行政機関、研究所等の多様な主体が環境データを登録・
共有することができる海域環境データベースを構築し、環境データの収集・蓄積・解析・公表を図り
つつ、沿岸域の良好な自然環境の保全・再生・創出に積極的に取り組んでいる。
また、自然環境の大切さを学ぶ機会の充実を図るため、保全・再生・創出した場を活用した「海辺

の自然学校」を全国各地で実施している。

（ 3 ）放置艇対策の取組み
放置艇は、景観や船舶の航行等に影響を及ぼすとともに津波による二次被害も懸念されることから、

小型船舶の係留・保管能力の向上と放置等禁止区域の指定等の規制措置の対策を実施している。
平成25年5月に策定した「プレジャーボートの適正管理及び利用環境改善のための総合的対策に

関する推進計画」に基づき、水域管理者等を中心として各種の放置艇対策の取組みを推進している。
30年度に実施した「プレジャーボート全国実態調査」の結果では、放置艇は26年調査に比べ1.7

万隻減少しているものの、いまだ7.0万隻が確認されており、令和元年には「プレジャーボート放置
艇対策に関する検討会」を立ち上げ、今後の放置艇対策の取り組みについて検討を進めている。　　　
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 5　	 道路の緑化・自然環境対策等の推進
道路利用者への快適な空間の提供、周辺と一

体となった良好な景観の形成、地球温暖化や
ヒートアイランドへの対応、良好な都市環境の
整備等の観点から、道路の緑化は重要である。
このため、道路緑化に係る技術基準に基づき、
良好な道路緑化の推進およびその適切な管理を
図っている。また、平成28年10月に取りまと
められた、学識経験者や競技経験者等の委員で
構成される「アスリート・観客にやさしい道の
検討会」からの提言を踏まえ、東京2020大会
に向け、道路緑化の実施等、総合的な道路空間
の温度上昇抑制に向けた取組みを進めた。

	 第4節	 健全な水循環の維持又は回復

1 1	 水の恵みを将来にわたって享受できる社会を目指して
近年、我が国の水資源を巡っては、危機的な渇水、大規模自然災害、水インフラの老朽化に伴う大

規模な事故等、新たなリスクや課題が顕在化している。これらを背景として、需要主導型の「水資源
開発の促進」からリスク管理型の「水の安定供給」へ水資源政策の転換を進めている。
平成29年5月の国土審議会からの答申を受け、我が国の産業と人口の約5割が集中する全国7水

系で策定されている水資源開発基本計画を抜本的に見直すこととした。7水系の中でも渇水が頻発す
る吉野川水系を先行して、30年2月より国土審議会水資源開発分科会吉野川部会での審議に着手し、
31年4月に新たな計画を閣議決定、国土交通大臣決定した。
次に、首都圏を抱え、最も産業と人口が集中する利根川・荒川水系について、令和元年7月より、

同分科会利根川・荒川部会での審議に着手し、3年3月に審議を終え、計画変更に向けて関係機関と
協議を行っているところである。
リスク管理型の新たな計画では、危機的な渇水時も含めて水需給バランスを総合的に点検し、既存

施設の徹底活用によるハード対策と必要なソフト対策を一体的に推進することで、安全で安心できる
水を安定して利用できる仕組みをつくり、水の恵みを将来にわたって享受できる社会を目指している。

2 2　	 水環境改善への取組み
（ 1 ）水質浄化の推進
水環境の悪化が著しい全国の河川等においては、地方公共団体、河川管理者、下水道管理者等の関

係機関が連携し、河川における浄化導水、植生浄化、底泥浚渫（しゅんせつ）などの水質浄化や下水
道等の生活排水対策など、水質改善の取組を実施している。

 図表Ⅱ-8-3-3 道路緑化の事例（東京都千代田区）
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 図表Ⅱ-8-4-1 清流ネッサンスⅡ
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（ 2 ）水質調査と水質事故対応
良好な水環境を保全・回復する上で水質調査は重要であり、令和元年は一級河川109水系の1,081

地点を調査した。
また、市民と協働で水質調査マップの作成や水生生物調査等を実施しており、ごみやにおい等の指

標に基づき住民協働で一級河川を調査した結果、元年は約29％（84地点/290地点）が「泳ぎたい
と思うきれいな川」と判定された。
油類や化学物質の流出等による河川の水質事故は、元年に一級水系で875件発生した。水質汚濁

防止に関しては、河川管理者と関係機関で構成される水質汚濁防止連絡協議会を109水系のすべて
に設立しており、水質事故発生時の速やかな情報連絡や、オイルフェンス設置等の被害拡大防止に努
めている。
 ・ 一級河川（湖沼および海域を含む。）において、元年に BOD（生物化学的酸素要求量）又は COD（化
学的酸素要求量）値が環境基準を満足した調査地点の割合は約 89％であった。

 ・ 人の健康の保護に関する環境基準項目（ヒ素等 27項目）については、環境基準を満足した調査地
点の割合は約 100％で、ほとんどの地点で満足している。

 図表Ⅱ -8-4-2  一級河川（湖沼及び海域を含む。）において BOD（又は COD）値が環境基準を満足した調査地
点の割合
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（ 3 ）閉鎖性海域の水環境の改善
東京湾、伊勢湾、大阪湾を含む

瀬戸内海等の閉鎖性海域では、陸
域からの汚濁負荷量は減少してい
るものの、干潟・藻場の消失によ
る海域の浄化能力の低下などによ
り、依然として赤潮や青潮が発生
し漁業被害等が生じている。この
ほか、漂流ごみ・油による環境悪
化や船舶への航行影響等が生じて
いる。
このため、①汚泥浚渫、覆砂、

深堀り跡の埋め戻しによる底質改
善、②干潟・藻場の再生や生物共
生型港湾構造物の普及による生物
生息場の創出、③海洋環境整備船
による漂流ごみ・油の回収、④下
水道整備等による汚濁負荷の削減、⑤多様な主体が連携・協働して環境改善に取組む体制の整備等、
きれいで豊かな海を取り戻す取組みを推進している。
「令和2年7月豪雨」では有明海等に大量の流木等の漂流物が発生し、船舶への航行影響等が発生
したことや水環境の悪化が懸念されたため、複数の海洋環境整備船を活用し、港湾管理者、関係省庁、
関係民間団体等と連携し早急に流木等の漂流物回収を実施した。今後も更なる漂流物回収体制の強化
を推進していく。

（ 4 ）健全な水環境の創造に向けた下水道事業の推進
流域別下水道整備総合計画の策定・見直しを適切に進め、閉鎖性水域における富栄養化対策として

部分的な施設改造等による段階的な取組みも含めた高度処理を推進するほか、「豊かな海」が求めら
れる水域では、下水処理場における窒素・リンの季節別運転管理を実施するなど、能動的な水環境管
理を進めている。
合流式下水道については、令和5年度末までに雨天時に雨水吐から放流される未処理下水の量と頻

度の抑制等により、緊急改善対策の完了を図ることとしている。

 3　	 水をはぐくむ・水を上手に使う
（ 1 ）水資源の安定供給
水利用の安定性を確保するためには、需要と供給の両面から地域の実情に応じた多様な施策を行う

必要がある。具体的に、需要面では水の回収・反復利用の強化、節水意識の向上等があり、供給面で
はダム等の水資源開発施設の建設、維持管理、老朽化対策、危機管理対策等がある。また、持続可能
な地下水の保全と利用、雨水・再生水の利用促進のほか、「水源地域対策特別措置法」に基づいて、
水源地域の生活環境、産業基盤等を整備し、あわせてダム貯水池の水質汚濁の防止等に取り組んでいる。

 図表Ⅱ-8-4-3 有明海・八代海の漂流物回収
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さらに、地球温暖化などの気候変動により、渇水が頻発化、長期化、深刻化し、更なる渇水被害が
発生することが懸念されている。このため、渇水による被害を防止、軽減する対策を推進するべく、
既存施設の水供給の安全度と渇水リスクの評価を行うとともに、渇水被害を軽減するための対策等を
定める渇水対応タイムライン（時系列の行動計画）の作成を促進する。渇水による影響が大きい水系
から渇水対応タイムラインの作成を進め、令和3年2月現在、国が管理する4水系で運用を開始して
いる。

（ 2 ）水資源の有効利用
①下水処理水の再利用拡大に向けた取組み
下水処理水は、都市内において安定した水量が確保できる貴重な水資源である。下水処理水全体の
うち、約1.6％が用途ごとに必要な処理が行われ、再生水としてせせらぎ用水、河川維持用水、水洗
トイレ用水等に活用されており、更なる利用拡大に向けた取組みを推進している。

②雨水利用等の推進
水資源の有効利用のため、雨水を水洗トイレ用水や散水等へ利用する取組みを推進している。これ
らの利用施設は、令和元年度末において約3,770施設あり、その年間利用量は約1,232万m3である。
「雨水の利用の推進に関する法律（平成26年法律第17号）」が26年5月1日に施行され、27年3
月には、「雨水の利用の推進に関する基本方針」、「国及び独立行政法人等が建築物を整備する場合に
おける自らの雨水の利用のための施設の設置に関する目標」を定めており、雨水の利用を推進し、もっ
て水資源の有効利用を図り、あわせて下水道、河川等への雨水の集中的な流出の抑制に寄与すること
を目的に国は総合的な施策を策定し、実施していく。

（ 3 ）安全で良質な水の確保
安全で良質な水道水の確保のため、河川環境や関係河川使用者の水利用に必要となる河川流量の確

保や、水質事故などの不測の事態に備えた河川管理者や水道事業者等の関係機関の連携による監視体
制の強化、下水道、集落排水施設、浄化槽の適切な役割分担のもとでの生活排水対策の実施により、
水道水源である公共用水域等の水質保全に努めた。

（ 4 ）雨水の浸透対策の推進
近年、流域の都市開発による不浸透域の拡大により、降雨が地下に浸透せず短時間で河川に流出す

る傾向にある。降雨をできるだけ地下に浸透させることにより、豪雨による浸水被害等を軽減させる
とともに、地下水の涵養や湧水の復活等の健全な水循環系の構築にも寄与する雨水貯留浸透施設の整
備を推進・促進している。

（ 5 ）持続可能な地下水の保全と利用の推進
地下水汚染、塩水化などの地下水障害はその回復に極めて長時間を要し、特に地盤沈下は不可逆的

な現象である。このため、地下水障害の防止や生態系の保全等を確保しつつ、地域の地下水を守り、
水資源等として利用する「持続可能な地下水の保全と利用」を推進するため、地域の実情に応じた地
下水マネジメントの推進を支援する。
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4　	 下水道整備の推進による快適な生活の実現
下水道は、汚水処理や浸水対策によって、都市の健全な発展に不可欠な社会基盤であり、近年は、

低炭素・循環型社会の形成や健全な水循環を維持し、又は回復させるなどの新たな役割が求められて
いる。

（ 1 ）下水道による汚水処理の普及
汚水処理施設の普及率は令和元
年度末において、全国で91.7％
（下水道の普及率は79.7％）となっ
た（東日本大震災の影響により、
調査対象外とした福島県の一部市
町村を除いた集計データ）もの
の、地域別には大きな格差があ
る。特に人口5万人未満の中小市
町村における汚水処理施設の普及
率は81.1％（下水道の普及率は
52.5％）と低い水準にとどまって
いる。今後の下水道整備において
は、人口の集中した地区等におい
て重点的な整備を行うとともに、
地域の実状を踏まえた効率的な整
備を推進し、普及格差の是正を図
ることが重要である。

①汚水処理施設の早期概成に向けた取組み
汚水処理施設の整備について

は、一般的に人家のまばらな地区
では個別処理である浄化槽が経済
的であり、人口密度が高くなるに
つれて、集合処理である下水道や
農業集落排水施設等が経済的とな
るなどの特徴がある。このため、
整備を進めるに当たっては、汚水
処理に係る総合的な整備計画であ
る「都道府県構想」において、経
済性や水質保全上の重要性等の地
域特性を踏まえ、適切な役割分担
を定めることとしている。令和8年度末までに汚水処理施設を概成させる方針で整備を促進しており、
人口減少等の社会状況変化を踏まえ、汚水処理手法の徹底的な見直しを推進している。

 図表Ⅱ-8-4-4 都市規模別汚水処理人口普及率（令和元年度末）
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１．総市町村数 1,716 の内訳は、市 794、町 735、村 187（東京都区部は市数に１市
として含む）

２．総人口、処理人口は 1 万人未満を四捨五入した。
３．都市規模別の各汚水処理施設の普及率が0.5％未満の数値は表記していないため、

合計値と内訳が一致しないことがある。
４．令和元年度調査は、福島県において、東日本大震災の影響により調査不能な町

村（大熊町、双葉町、葛尾村）を除いた値を公表している。 

（注）

 図表Ⅱ-8-4-5 下水道計画の見直しと重点的な整備
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また、早期、かつ、安価な整備を可能とするため、地域の実情に応じた新たな整備手法を導入する
クイックプロジェクトの導入や、民間活力を活用して整備を推進するための官民連携事業の導入など、
整備手法や発注方法の工夫により、未普及地域の解消を推進している。

（ 2 ）下水道事業の持続性の確保
①ストックマネジメントの推進
下水道は、令和元年度末現在、管渠延長約48万km、終末処理場約2,200箇所に及ぶ膨大なストッ
クを有している。
これらは、高度経済成長期以降に急激に整備されたことから、今後急速に老朽化施設の増大が見込
まれている。小規模なものが主ではあるが、管路施設の老朽化や硫化水素による腐食等に起因する道
路陥没が年間に約2,900箇所で発生している。下水道は人々の安全・安心な都市生活や社会経済活動
を支える重要な社会インフラであり、代替手段の確保が困難なライフラインであることから、効率的
な管路点検・調査手法や包括的民間委託の導入検討を行うとともに、予防保全管理を実践したストッ
クマネジメントの導入に伴う計画的かつ効率的な老朽化対策を実施し、必要な機能を持続させること
が求められている。
平成27年5月には「下水道法」が改正され、下水道の維持修繕基準が創設された。これを受け、
腐食のおそれが大きい排水施設については、5年に1度以上の適切な頻度で点検を行うこととされ、
持続的な下水道機能の確保のための取組みが進められている。また、本改正においては、下水道事業
の広域化・共同化に必要な協議を行うための協議会制度が創設されるなど、地方公共団体への支援を
強化することにより、下水道事業の持続性の確保を図っている。

②下水道の広域化の取組み
下水道の持続可能な事業運営に向け、「全ての都道府県における平成34年度までの広域化・共同化
計画の策定」を目標と設定し、平成30年度中にすべての都道府県において検討体制構築を完了させた。
国土交通省としても、平成30年度に創設した「下水道広域化推進総合事業」や、先行して計画策定
に取り組む都道府県におけるモデルケースの検討成果の水平展開などにより、引き続き財政面、技術
面の双方から支援を行っていく。また、国土交通省では、令和3年度より、下水道革新的技術実証事
業（B-DASHプロジェクト）として、ICTを活用した下水道施設広域管理システムの開発に着手する。

 図表Ⅱ-8-4-6  ICTを活用した下水道施設広域管理システムの開発
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③経営健全化の促進
下水道は、如何なる状況下でも事業の継続が求められる、国民生活に不可欠なインフラであるが、

その経営は汚水処理費（公費で負担すべき部分を除く）を使用料収入で賄うことが原則とされている。
人口減少等に伴う収入の減少や老朽化施設の増大等、課題を克服し、将来に渡って下水道サービスを
維持するため、経営に関する的確な現状把握や中長期収支見通しを含む経営計画の策定、定期検証に
基づく収支構造の適正化を促すなど、経営健全化に向けた取組みを推進している。

④民間活力の活用推進と技術力の確保
下水道分野においては、コンセッション方式を含むPPP/PFI手法の導入及び検討や下水処理場等の

維持管理業務における包括的民間委託஫ 9の更なる活用に向けた取組みを実施している。コンセッショ
ン方式については、浜松市において、平成30年4月に国内初となる下水道コンセッション事業が開
始され、令和2年4月には高知県須崎市で2例目となる事業が開始された。宮城県においては、4年
4月の事業開始に向けて手続きが進められており、引き続きコンセッション方式を含むPPP/PFI手法
の案件形成を推進している。
また、技術力の確保については、地方公共団体の要請に基づき、下水道施設の建設・維持管理等の
効率化のための技術的支援、地方公共団体の技術者養成、技術開発等を地方共同法人日本下水道事業
団が行っている。

（ 3 ）下水道分野の広報の推進
下水道の使命を果たし、社会に貢献した好事例を平成20年度より「国土交通大臣賞（循環のみち
下水道賞）」として表彰しその功績を称えるとともに、広く発信することで全国的な普及を図っている。
また、先進的な下水道広報活動の事例を各地方公共団体と共有し全国展開を図るほか、将来の下水道
界を担う人材の育成や下水道の多様な機能の理解促進を目的に、広報素材を提供するなど下水道環境
教育を推進している。
令和2年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点も踏まえ、「下水道の日」である9月10
日を中心に、5日間連続で下水道の魅力を伝える10秒動画஫ 10を国土交通省公式Twitterアカウントか
ら配信したほか、各自治体で使用できる下水道のポスター஫ 11をホームページで公開している。

஫ 9ɹ ࢪઃ؅ཧʹ͍ͭͯ์ྲྀਫ࣭ج४のॱक౳のҰఆの性ೳの֬อΛ৚݅ͱͯ͠՝ͭͭ͠ɺӡసํ๏౳のৄࡉʹ͍ͭͯ͸ຽؒ
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 図表Ⅱ-8-4-7 下水道分野における広報の推進

　 　

ίϥϜ

人口減少や少子高齢化の進行などが社会問題となっている昨今、高齢者の介護において使用
済み紙オムツの保管・処理・処分が大きな負担となっている一方で、少子化の改善に資する子
育てしやすい環境づくりも求められています。下水道分野においても、人（執行体制脆弱化）・
モノ（施設老朽化）・カネ（使用量収入減少）という経営資源を取り巻く環境が厳しさを増して
おり、より効果的・効率的な下水道事業を展開していくため、社会インフラとしての新たな使
命や住民の利便性向上といった下水道の付加価値向上も必要となっています。これらの課題解
決策のひとつとして、使用済み紙オムツの下水道受入を検討することで、介護・育児の負担軽
減や健康的な生活確保への貢献を目指しています。

下水道への紙オムツ受入による効果 紙オムツ処理装置による処理の様子

下水道での使用済み紙オムツ受入
に向けて
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国土交通省では、下水道管理者が地域特性や下水道施設に応じた導入検討を実施できるよう
に、紙オムツ処理装置に関する技術的・制度的な検討を行っています。

令和 2 年度には、新潟県南魚沼市の社会福祉施設にて紙オムツ処理装置を設置した社会実験
を実施し、下水道への水質等の影響、廃棄物削減量、福祉分野での労働環境等の影響を評価・
検証しました。3 年度には前年度と異なるタイプの処理装置を他都市の社会福祉施設に設置した
社会実験を進める予定です。

【関連リンク】
国土交通省　下水道のページ
https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/index.html
下水道における紙オムツの受入実現に向けて
https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/mizukokudo_sewerage_tk_000572.html

	 第5節	 海洋環境等の保全
（ 1 ）船舶からの排出ガス対策
船舶の排ガス中の硫黄酸化物（SOx）による人や環境への悪影響低減のため、MARPOL条約஫ 12 
により、船舶用燃料油の硫黄分濃度の上限が規制されている。同条約に基づき令和2年1月1日から、
基準値が従来の3.5％から0.5％へ強化された。
本規制に適合するためには、硫黄分の低い燃料油（規制適合油）に切替える必要があることから、
業界が規制へ円滑に対応できるよう、さまざまな取組みを行ってきた。また、規制強化開始後も、適
切な対処が速やかに行えるよう、省内に設置した本件に関する相談窓口や業界団体等を通じて、引き
続き情報の把握に努めている。

（ 2 ）大規模油汚染等への対策
他方、日本海等における大規模な油汚染等への対応策として、日本、中国、韓国及びロシアによる
海洋環境保全の枠組みである「北西太平洋地域海行動計画（NOWPAP）」における「NOWPAP地域
油危険物質及び有害物質流出緊急時計画」の策定など、国際的な協力体制の強化に取り組んでいる。
また、「排出油等防除計画」を策定し、本邦周辺海域で発生した大規模油流出事故における防除体制
等を整えるとともに、大型浚渫兼油回収船による迅速かつ確実な対応体制を確立している。
さらに、MARPOL条約஫ 13において船舶からの油や廃棄物等の排出が規制されており、我が国では、
港湾における適切な受入れを確保するため、船舶内で発生した廃油及び廃棄物等の受入施設の整備に
対して税制等の支援を行うとともに、「港湾における船内廃棄物の受入れに関するガイドライン（案）」
を策定している。

஫ 12ɹ 1�73 年のધഫʹΑΔԚછの๷ࢭのͨΊのࡍࠃ৚約ʹؔ͢Δ 1�7� 年のٞఆॻʹΑͬͯमਖ਼͞Εͨಉ৚約Λվਖ਼͢Δ
1��7 年のٞఆॻ

஫ 13ɹ ધഫʹΑΔԚછの๷ࢭのͨΊのࡍࠃ৚約
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海上保安庁では、「未来に残そう青い海」をスローガンに、海事・漁業関係者などへの法令
遵守意識の高揚を目的とした海洋環境保全講習会の開催や、一般市民の方々を対象とした海浜
清掃活動や環境教室の開催などを通じ、海洋環境保全に関する指導・啓発に取り組んでいます。
ここでは、主な活動を 2 つ紹介します。

（1）「未来に残そう青い海・海上保安庁図画コンクール」について
海上保安庁では、将来を担う子どもたちへ海洋環境保全思想の普及を図ることを目的として、

毎年「未来に残そう青い海・海上保安庁図画コンクール」を開催しています。
令和 2 年の図画コンクールは、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、全国の小中学

校では授業日数確保のため、夏季休暇が大幅に短縮される見込みであったことから、地域の教
育委員会及び学校の事務負担の軽減等を考慮して、子供たちが手軽に描けて、ポストに直接投
函できるよう用紙の大きさを従来の「四つ切りサイズ」から「ハガキサイズ」に変更して開催
しました。

2 年は、全国の小中学生から 3,706 点の応募があり、審査の結果、特別賞（国土交通大臣賞）1 点、
海上保安庁長官賞 3 点等の受賞作品を決定しました。

受賞作品をはじめ全国から集まった作品については、各地でのさまざまなイベントや広報で
活用され、広く海洋環境保全思想の普及に貢献しています。

（2）「海と日本プロジェクト」等と連携した海洋環境保全活動
海上保安庁では、日本財団が主催する「海と日本プロジェクト」及び環境省と同財団の共同

事業である「海ごみゼロウィーク」一斉清掃に協力、参加しています。
こうした取組みの一環である海浜清掃活動では、全国で統一デザインのごみ袋を使用し、2 年

は全国 118 箇所、5,916 人の参加により、約 16,000 袋ものごみを収集・分類するとともに、海洋
環境保全教室を開催し、身近なごみが海洋環境に与える影響について理解の促進を図りました。

特別賞（国土交通大臣賞）受賞作品 一般市民を対象とした海洋環境保全活動

ίϥϜ 未来に残そう青い海
～海上保安庁の海洋環境保全推進活動～
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インド洋の島国、モーリシャス共和国沿岸において、令和 2 年 7 月 25 日（現地時間）日本関
係船舶であるばら積み貨物船「WAKASHIO（わかしお）」が座礁し、8 月 6 日から約 1,000 トン
の燃料油が海上へ流出する事故が発生しました。

モーリシャス政府からの要請を受け、日本政府は 8 月 9 日、計 6 名からなる国際緊急援助隊・
専門家チームの派遣を決定しました。

海上保安庁は、同専門家チームへ、油防除等に関する専門部隊である機動防除隊員 2 名を含
む職員 4 名を 8 月 10 日から 23 日までの 14 日間にわたり派遣し、現地において、海洋汚染の
状況調査、各種現地対策会議への出席、衛星画像の分析結果の提供を実施し、早期の事態収拾
に向け貢献したほか、モーリシャス沿岸警備隊に対する油防除に関する指導・助言等を実施し、
当庁の油の防除に関する知識・経験を活かしたこれら活動を通して、現場海域からの油の早期
除去を支援しました。

ίϥϜ モーリシャス沿岸における
油流出事故への対応

（ 3 ）船舶を介して導入される外来水生生物問題への対応
水生生物が船舶のバラスト水஫ 1� に混入し、移動先の海域の生態系に影響を及ぼす問題に対応すべ

く、IMOにおいて平成16年に船舶バラスト水規制管理条約が採択され、29年に発効した。令和2年
11月には、バラスト水に混入した水生生物を処理する装置に船上性能試験を義務付ける条約改正が
採択された。我が国は、同改正が合理的で実行可能なものとなるようIMOにおける審議に貢献した。
また、水生生物が船舶の外板等に付着し、移動先の海域の生態系に影響を及ぼす問題への対策とし
て、平成23年にIMOにおいて船体付着生物の管理ガイドラインが採択された。令和2年から同ガイ
ドラインの改善に向けた見直しが議論されており、我が国も参画している。

（ 4 ）条約実施体制の確立
船舶事故や海洋汚染の大きな要因となり得るサブスタンダード船を排除するため、国際船舶データ
ベース（EQUASIS）の構築等、国際的な取組みに積極的に参加するとともに、日本寄港船舶に立入検
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査を行い、基準に適合しているかを確認するポートステートコントロール（PSC） ஫ 15を強化している。
また、サブスタンダード船の排除には、各国政府が、国際条約等で求められている必要な措置を確実
に実施する必要があることから、我が国の提唱により、平成17年に、IMOの監査チームによる各国
の条約実施状況を監査する制度が導入され、28年より強制化された。我が国は、ISO9001に基づく
品質管理システムを導入し、国際的な水準での条約実施体制を確立している。なお、我が国において
は令和3年10月頃にIMO加盟国監査の受入れを予定している。

	 第6節	 大気汚染・騒音の防止等による生活環境の改善

 1　	 道路交通環境問題への対応
（ 1 ）自動車単体対策
①排出ガス低減対策
新車の排出ガス対策に関しては、四輪車及び二輪車について国際調和排出ガス試験法を導入してお

り、世界的にトップレベルの排出ガス規制を適用している。
また、平成27年9月に発覚したフォルクスワーゲン社の排出ガス不正問題を契機としてディーゼ

ル乗用車等の型式指定時に路上走行検査を導入し、令和4年から順次適用開始することとしている。
一方、排気管から排出される有害物質を規制値よりも大きく低減させる自動車については、消費者

が排出ガス低減性能に優れた自動車を容易に識別・選択できるよう、その低減レベルに応じ、低排出
ガス車として認定する制度を実施している。
東京、名古屋、大阪等の大都市での排出ガス対策については、「自動車から排出される窒素酸化物

及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法（自動車NOx・PM法）」に基
づく対策等を実施している。

②騒音対策
自動車騒音対策に関しては、四輪車及び二輪車の騒音に係る国際基準を導入している。また、定常

走行時の寄与率が高い四輪車用タイヤ単体の騒音に係る国際基準を導入し、平成30年4月から順次
適用を開始している。

（ 2 ）交通流対策等の推進
①大気汚染対策
自動車からの粒子状物質（PM）や窒素酸化物（NOx）の排出量は、発進・停止回数の増加や走行

速度の低下に伴い増加することから、沿道環境の改善を図るため、バイパス整備による市街地の通過
交通の転換等を推進している。

஫ 15ɹࠃߓدʹΑΔ֎ࠃધഫの؂ಜ
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 図表Ⅱ-8-6-1 自動車からの粒子状物質（PM）、窒素酸化物（NOx）の排出量と走行速度の関係
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②騒音対策
交通流対策とともに、低騒音舗装の敷設、遮音壁の設置、環境施設帯の整備等を進めている。また、

「幹線道路の沿道の整備に関する法律」に基づき、道路交通騒音により生ずる障害の防止等に加えて、
沿道地区計画の区域内において、緩衝建築物の建築費又は住宅の防音工事費への助成を行っている。

 2　	 空港と周辺地域の環境対策
これまで我が国では、低騒音型機の導入等による機材改良、夜間運航規制等による発着規制、騒音
軽減運航方式による運航方法の改善や空港構造の改良、防音工事や移転補償等の周辺環境対策からな
る航空機騒音対策を着実に実施してきたところである。近年、低騒音機の普及等により、航空機の発
着回数が増加する中でも、空港周辺地域への航空機騒音による影響は軽減されてきている。
今後も、航空需要の変動など状況の変化に応じ、地域住民の理解と協力を引き続き得ながら総合的
航空機騒音対策を講じることで、空港周辺地域の発展及び環境の保全との調和を図っていく必要があ
る。

 3　	 鉄道騒音対策
新幹線の騒音については、昭和50年環境庁告示「新幹線鉄道騒音に係る環境基準について」に基
づき、環境基準が達成されるよう、音源対策では防音壁の設置や嵩上げ等を行っている。
また、在来線の騒音については、平成7年環境庁通達「在来鉄道の新設又は大規模改良に際しての
騒音対策の指針」に基づき、指針を満たすよう、音源対策ではロングレール化等を行っている。
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 4　	 ヒートアイランド対策
ヒートアイランド現象とは、都市の中心部の気温が郊外に比べて島状に高くなる現象である。地球
温暖化の影響により、地球全体の年平均気温は100年当たり約0.8℃、日本の年平均気温は100年当
たり約1.3℃の割合で上昇している。一方、日本の大都市では、100年当たり約2～ 3℃の割合で上
昇しており、地球温暖化の傾向に都市化の影響が加わり、気温の上昇は顕著に現れている。
総合的・効果的なヒートアイランド対策を推進するため、関係省庁の具体的な対策を体系的に取り
まとめた「ヒートアイランド対策大綱」（平成16年策定、25年改定）に基づき、空調システムや自
動車から排出される人工排熱の低減、公共空間等の緑化や水の活用による地表面被覆の改善、「風の道」
に配慮した都市づくり、ヒートアイランド現象に関する観測・監視及び調査等の取組みを進めている。

 5　	 シックハウス等への対応
（ 1 ）シックハウス対策
住宅に使用する内装材等から発

散する化学物質が居住者等の健康
に影響を及ぼすおそれがあるとさ
れるシックハウスについて、「建
築基準法」に基づく建築材料及
び換気設備に関する規制や、「住
宅の品質確保の促進等に関する法
律」に基づく性能表示制度等の対
策を講じている。
また、官庁施設の整備に当たっ

ては、化学物質を含有する建築材
料等の使用の制限に加え、施工終
了時の室内空気中濃度測定等によ
る対策を講じている。

（ 2 ）ダイオキシン類問題等への対応
「ダイオキシン類対策特別措置法」で定義されているダイオキシン類について、全国一級水系で水質・
底質調査を実施している。令和元年度は、水質は約98％（201地点／206地点）、底質はすべての地
点で環境基準を満たした。
なお、河川や港湾では、平成20年4月に改訂した「河川、湖沼等における底質ダイオキシン類対

策マニュアル（案）」や「港湾における底質ダイオキシン類対策技術指針（改訂版）」に基づき、必要
に応じてダイオキシン類対策を実施している。また、底質から基準を超えたダイオキシン類が検出さ
れている河川及び港湾においては、一定の要件を満たす事業に対して支援を行っている。

（ 3 ）アスベスト問題への対応
アスベスト問題は、人命に係る問題であり、アスベストが大量に輸入された1970年代以降に造ら

 図表Ⅱ-8-6-2 シックハウス問題のイメージ
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れた建物が今後解体期を迎えることから、被害を未然に防止するための対応が重要である。
アスベスト含有建材の使用実態を的確かつ効率的に把握するため、平成25年度に創設した「建築

物石綿含有建材調査者講習」制度に基づき、調査者の育成を行ってきており、30年度には、さらな
る充実を図るため、当該制度を厚生労働省及び環境省との共管制度としたところ。
また、「建築基準法」により、建築物の増改築時における吹付けアスベスト等の除去等を義務付け

ており、既存建築物におけるアスベストの除去等を推進するため、社会資本整備総合交付金等の補助
制度を行っているほか、各省各庁の所管の既存施設における除去・飛散防止の対策状況についてフォ
ローアップを実施している。
さらに、アスベスト含有建材の識別に役立つ資料（目で見るアスベスト建材）、アスベスト含有建

材情報のデータベース化、建築物のアスベスト対策の普及啓発に係るパンフレット等により情報提供
を推進している。

6　	 建設施工における環境対策
公道を走行しない建設機械等に対し、「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律」等により

排出ガス（NOx、PM等）対策を実施している。また、最新の排出ガス規制等に適合する環境対策型
建設機械の購入に対して低利融資制度等の支援を行っている。

第7節 地球環境の観測・監視・予測

1　	 地球環境の観測・監視
（ 1 ）気候変動の観測・監視
気象庁では、地球温暖化の原因

となる温室効果ガスの状況を把握
するため、大気中のCO2を国内3
地点で、北西太平洋の洋上大気や
表面海水中のCO2を海洋気象観測
船で観測しているほか、航空機を
利用して北西太平洋上空のCO2等
を観測している。また、世界気象
機関（WMO）温室効果ガス世界
資料センターとして、世界中の温
室効果ガス観測データの収集・提
供を行っている。
また、気温、降水量、海面水温・
水位等、地球温暖化に伴う気候変動の観測・監視を行い、これら観測結果等を「気候変動監視レポー
ト」で毎年公表しているほか、文部科学省と共に我が国における気候変動の観測事実と将来予測をま
とめた報告書「日本の気候変動2020」を取りまとめ、気候変動の現状等を公表している。

 図表Ⅱ-8-7-1 日降水量200mm以上の年間日数
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（ 2 ）異常気象の観測・監視
気象庁は、我が国や世界各地で発生する異常気象を監視して、極端な高温・低温や多雨・少雨など

が観測された地域や気象災害について、定期及び臨時の情報を取りまとめて発表している。また、社
会的に大きな影響をもたらした異常気象が発生した場合は、特徴と要因、見通しをまとめた情報を随
時発表している。
さらに、気象庁では、アジア太平洋地域の気候情報提供業務支援のため、世界気象機関（WMO）

の地区気候センターとしてアジア各国の気象機関に対し、異常気象の監視・解析等の情報を提供する
とともに、研修や専門家派遣を通じて技術支援を行っている。

（ 3 ）静止気象衛星による観測・監視
気象庁は、静止気象衛星「ひまわり8号・9号」の運用を継続して実施している。「ひまわり8号・9号」

の2機体制によって長期にわたる安定的な観測体制を確立し、東アジア・西太平洋地域の広い範囲を、
24時間常時観測している。これらの衛星では、台風や集中豪雨等に対する防災機能の向上に加え、
地球温暖化をはじめとする地球環境の監視機能を世界に先駆けて強化している。

（ 4 ）海洋の観測・監視
海洋は、大気と比べて非常に多

くの熱を蓄えていることから地球
の気候に大きな影響を及ぼしてい
るとともに、人類の経済活動によ
り排出されたCO2を吸収すること
によって、地球温暖化の進行を緩
和している。このことから、地球
温暖化をはじめとする地球環境の
監視のためには、海洋の状況を的
確に把握することが重要である。
気象庁では、国際的な協力体制
の下、海洋気象観測船により北西
太平洋において高精度な海洋観測
を行うとともに、人工衛星や海洋
の内部を自動的に観測する中層フロート（アルゴフロート）によるデータを活用して、海洋の状況を
監視している。
その結果については、気象庁ウェブサイト「海洋の健康診断表」により、我が国周辺海域の海水温・
海流、海面水位、海氷等に関する情報とともに、現状と今後の見通しを解説している。
海上保安庁では、日本周辺海域の海況を自律型海洋観測装置（AOV）、漂流ブイ及び海洋短波レーダー
により常時監視・把握するとともに、観測結果を公表している。また、日本海洋データセンターにお
いて、我が国の海洋調査機関により得られた海洋データを収集・管理し、関係機関及び一般国民へ提
供している。

 図表Ⅱ-8-7-2 海洋気象観測船による地球環境の監視
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 図表Ⅱ-8-7-3 気象庁ウェブサイトで公表している「海洋の健康診断表」の例

【日別海面水温分布図】
 ・ 人工衛星とブイ・船舶による観測値を用いて解析した海面水温の分布図

をウェブサイトに掲載し、毎日更新している。
 ・ 海面水温は、図の右にあるスケールで色分けしている。海氷のために海

面水温データがない海域は灰色の網掛けで示している。
（令和 3 年 2 月 2 日の海面水温分布図）
日本近海の海面水温は、東シナ海を北上してトカラ海峡から日本の南を関
東の東まで流れる黒潮や、千島列島に沿って南下して日本の東まで流れる
親潮といった海流などの影響を受けて複雑な分布を示す。
資料）気象庁

（ 5 ）オゾン層の観測・監視
気象庁では、オゾン・紫外線を観測した成果を毎年公表しており、それによると世界のオゾン量は、

2000年以降ではわずかな増加がみられるが、1970年代と比較すると少ない状態が続いている。
また、国民の有害紫外線対策に資するため、気象庁ウェブサイト「紫外線情報」において、現在の

紫外線の強さ（紫外線解析値）を毎時間提供し、当日または翌日の紫外線の強さの予測（紫外線予測
値）を毎日提供している。紫外線の強さには、有害紫外線の人体への影響度を示す指標（UVインデッ
クス）を用いている。

（ 6 ）南極における定常観測の推進
国土地理院は、南極地域観測隊の活動及び地球環境変動の研究や測地測量に関する国際的活動等に

寄与するため、南極地域の基準点・水準測量等の測地観測、GNSS連続観測、地形図の作成・更新、
衛星画像図の整備等を実施している。
気象庁は、昭和基地でオゾン、日射・赤外放射、地上、高層等の気象観測を継続して実施しており、

観測データは南極のオゾンホールや気候変動等の地球環境の監視や研究に寄与するなど、国際的な施
策策定のために有効活用されている。
海上保安庁は、海底地形調査を実施しており、観測データは、海図の刊行、氷河による浸食や堆積

環境等の過去の環境に関する研究等の基礎資料として役立てられている。また、潮汐観測を実施し、
地球温暖化と密接に関連している海面水位変動の監視にも寄与している。
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 2　	 地球環境の予測・研究
気象研究所では、世界全体の炭素循環過程等を含む地球システムモデルや、日本付近の気候の変化
を詳細に予測可能な地域気候モデルの開発等を行い、気候変動の予測研究を行うとともに、世界気
候研究計画（WCRP）等の国際研究計画に積極的に参加している。また気象庁は、高度化した地域気
候モデルにより21世紀末の日本の気候を予測した「地球温暖化予測情報第9巻」を公表（平成28年
度）するとともに、これに基づいた都道府県ごとの予測情報も公表している（29～ 30年度）。文部
科学省と気象庁は、日本の気候変動について、これまでに観測された事実や、今後の世界平均気温
が2℃上昇シナリオ及び4℃上昇シナリオで推移した場合の将来予測をとりまとめ、「日本の気候変動
2020」として公表（令和2年度）している。　　
このような取組みにより、気候変動の自然科学的根拠について観測事実や予測結果を提供し、気候
変動に関する政府間パネル（IPCC）第5次評価報告書（平成25～ 26年に公表）、地球温暖化対策計
画（平成28年5月閣議決定）や気候変動適応計画（30年11月閣議決定）、気候変動影響評価報告書（令
和2年度）、地方公共団体等による適応策策定に向けた取組み等に対し積極的に貢献した。
国土技術政策総合研究所では、治水、利水、環境の観点からの気候変動適応策に関する研究成果を
気候変動適応策に関する研究報告（平成29年、令和元年）等として公表した。また、研究成果は社
会整備審議会答申「水災害分野における気候変動適応策のあり方について」（平成27年8月）「気候
変動を踏まえた水災害対策のあり方について」（令和2年7月）、国土交通省気候変動適応計画（平成
30年11月）等に反映された。

 3　	 地球規模の測地観測の推進
VLBI（天体からの電波を利用してアンテナの位置を測る技術）やSLR（レーザ光により人工衛星ま
での距離を測る技術）を用いた国際観測、験潮、絶対重力観測、電子基準点によるGNSS連続観測等
を通じて全球統合測地観測システム（GGOS）に参加し、地球の形状と動きの決定に貢献することで、
地球規模の測地基準座標系（GGRF）の構築の推進を行っている。
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第9章 戦略的国際展開と国際貢献の強化

	 第1節	 インフラシステム海外展開の促進

 1　	 政府全体の方向性
新興国を中心とした世界の膨大なインフラ需要を積極的に取り込むことにより、我が国の経済成長

につなげていくため、政府は平成25年3月に国土交通大臣を含む関係閣僚を構成員とする「経協イ
ンフラ戦略会議」を設置し、同年5月の同会議において「インフラシステム輸出戦略」を策定すると
ともに、22年時点で約10兆円であった我が国企業によるインフラシステムの受注を令和2年に約30
兆円とすることを目標とし、毎年フォローアップと改訂を重ねながら、政府全体で「質の高いインフ
ラシステム」の海外展開に取り組んできた。
この結果、我が国企業のインフラシステム受注額は、平成30年には約25兆円へと増加しており、

そのうち国土交通関係分野については、交通分野で約0.5兆円から約2.2兆円、基盤整備分野で約1.0
兆円から約2.8兆円と、22年と比較して大きな伸びを見せており、我が国の技術・ノウハウによっ
て培われた質の高いインフラシステム海外展開の取組は、着実に成果を上げてきている。
その一方で、中国、韓国、新興国の企業の台頭等による競争環境は激化している。また、新型コロ

ナウイルス感染症の世界的な拡大は未だ収束に至っていないが、これを契機にデジタル変革が加速化
しており、これに伴うインフラニーズの変容も想定される。加えて、気候変動対策など「持続可能な
開発目標（SDGs）」達成や、国際社会の安定と繁栄の基盤として我が国が提唱している「自由で開か
れたインド太平洋（FOIP）」の実現が国際的な関心事となる中、インフラシステム海外展開においても、
これらへの貢献が求められるようになってきている。
このような状況を踏まえ、令和2年12月に、3年以降の政府のインフラシステム海外展開の方向

性を示す「インフラシステム海外展開戦略 2025」が経協インフラ戦略会議において新たに策定され
た。「インフラシステム海外展開戦略 2025」は、インフラシステム海外展開の目的として、①カー
ボンニュートラル、デジタル変革への対応を通じた経済成長の実現、②展開国の社会課題の解決・
SDGs達成への貢献、③「自由で開かれたインド太平洋（FOIP）」の実現、の3本の柱立てとした上で、
7年に34兆円のインフラシステムの受注を目指すこととしている。

 2　	 国土交通省における取組み
国土交通省では、上記1．の通り、政府を挙げて取り組んでいる質の高いインフラの海外展開につ

いて、国土交通分野の関係者と情報・戦略を共有し、官民一体となった取組みを進めるため、「国土
交通省インフラシステム海外展開行動計画」を策定し、毎年改定してきた。令和2年7月の改定によ
る「行動計画2020」では、それまでの取組を分析して明らかになった課題を抽出し、国内外の競争
環境から導かれる課題と合わせて検討し、その結果を反映した形で、以下の（１）～（８）を基本的
な方針として精力的に推進しているところである。
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（ 1 ）「川上」からの継続的関与の強化
我が国企業が確実に案件を獲得するために、案件が成立するか不明な「川上」の段階から、相手国

のインフラニーズを的確に把握しつつ、相手国に働きかけ、我が国企業が参入しやすい環境整備作り
を行っていく必要がある。このため、相手国の国土計画・マスタープラン等の上位計画に係る調査事
業への協力、トップセールスや二国間枠組みによる政府間対話等、GtoGによる情報発信等をテレビ
会議などのオンラインも活用し取り組んでいる。

（ 2 ）PPP 案件への対応力の強化
世界の膨大なインフラ需要を公共投資だけで賄うことは困難であり、新興国の中には対外債務増加

に消極的な国もあることから、民間資金を活用する官民連携（PPP：Public-Private Partnership）へ
の期待が高まっている。しかしながら、PPP案件を円滑に進めるための法制度が未整備であったり、
相手国政府に官民の適正なリスク分担に対する理解が不十分な場合もあることから、相手国が置かれ
ている状況を十分に踏まえ、政府としても相手国政府に環境整備を働きかけている。
また、交通・都市開発分野のプロジェクトは、初期投資が大きく資金回収までに長い期間を要する
ことに加えて、政治リスク、需要リスク等の様々なリスクが存在するため、民間だけでは参入が困難
なケースも見られる。このようなリスクを軽減し、出資や人材派遣等により事業参画を行う、ハンズ
オンのインフラファンドとして設立されたのが、株式会社海外交通・都市開発事業支援機構（JOIN）
である。JOINの業務については、令和元年度に行った株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法
施行5年後の検証作業で交通事業・都市開発事業を支援する事業の拡充などの方向性が示されたとこ
ろであり、JOINの支援機能の更なる強化を図ることで、今後もJOINの活用による我が国企業のPPP
案件への参入促進を図っていく。

（ 3 ）我が国の強みを活かした案件形成
我が国の「質の高いインフラシステム」は、①使いやすく長寿命であり、初期投資から維持管理ま
で含めたライフサイクルコストが低廉、②技術移転、人材育成・企業育成等相手国発展のための基盤
づくりを合わせて実施、③工期等契約事項の確実な履行、及び④環境や防災、安全面にも配慮し、経
験に裏付けられた技術をトータルに導入等を特長として有しており、これらの強みを活かした案件形
成を進める。他方、競合国企業は、我が国企業と比して企業規模に圧倒的な差があり、また、技術力
を急速に向上させていることを踏まえ、我が国企業が比較優位を持つ技術は何かを不断に検証してい
く。その際、デジタル、AIやIoT、ビッグデータといった第4次産業革命の新技術を活用したインフ
ラも検証の対象とし、積極的に案件形成を図っていくこととする。

（ 4 ）我が国コンサルタントによる調査等の質の向上
円滑な案件形成を進めるために、我が国コンサルタントによる調査、詳細設計等の成果の質のさら
なる向上を図る必要がある。このため、事業調査の早期段階での我が国企業の知見の聴取、我が国コ
ンサルタントの業務実施環境の整備等に取り組んでいく。

（ 5 ）我が国企業の競争力の強化
競合国企業は、我が国企業と比べて、海外展開に関し事業の規模と実績において大きく上回ってお
り、単純な価格競争では、我が国企業は不利な状況にある。国内を主な市場としてきた業界では、海

第1節　インフラシステム海外展開の促進 　

第
9
章

戦
略
的
国
際
展
開
と
国
際
貢
献
の
強
化

Ⅱ

国土交通白書　2021390



外展開することを想定した供給能力を備えていない場合もあり、価格面及び提供する商品の質の柔軟
性を含めた供給能力面において、我が国企業の競争力を強化していく必要がある。
そのため、現地ローカル企業との連携の促進、コストダウンの一助となる海外での設計・製造拠点

の設置や現地職員の活用並びにM&Aによる現地・海外企業の取得といった取組を支援している。ま
た、（株）国際協力銀行（JBIC）、JOIN等の公的ファイナンスを活用し、魅力あるファイナンススキー
ムの提案に努めることにより、相手国の財政負担の軽減にもつなげていく。

（ 6 ）我が国企業の海外展開に係る人材の確保と環境の整備
我が国企業が海外案件に従事する際は、語学能力に加え、相手国の情勢、商習慣や海外特有リスク

の把握のほか、総合的なプロジェクトマネジメント能力を有する人材が必要であるが、こうした人材
が不足しているのが現実である。
そこで、我が国企業における国内外の人材流動化を促進する観点から、海外工事・業務に実績があ

り、今後、国内外での活躍が期待される技術者を表彰する制度を構築したほか、政策研究大学院大学
が産学官連携の下に行っている「海外インフラ展開人材育成プログラム」の支援や中堅・中小建設業
海外展開推進協議会（JASMOC）を通じた中堅・中小建設企業の海外展開を支援している。
また、我が国は、インフラシステムに関する規格等も我が国独自のものが築き上げられているが、

他国規格への適合や同等性の証明を求められた場合、それが我が国企業にとって参入障壁となり、競
争力の低下につながるケースがある。このため、国際標準の議論に積極的に参加し、安全面、環境面
及び経済面において優れた我が国の規格等の国際標準化を推進していく。

ίϥϜ

我が国企業がインフラの海外展開を進めるに当たっては、それを担う人材を確保していくこ
とが重要ですが、インフラシステム関連の企業の多くは、安定した需要が見込まれる国内を主
な市場としてきたことから、海外市場に対応する人材が不足している状況にあります。また、
人材確保にあたっての課題の一つとして、国内・海外の制度や環境の違い、国内の公共工事に
おける海外実績の活用が困難な実態等から、技術者の国内・海外間の相互活用が進まないとい
うことが挙げられます。

そこで、国土交通省では、海外インフラプロジェクトに従事した我が国企業の技術者の実績
を認定するとともに、特に優秀な技術者を表彰、認定・表彰の結果を国内工事・業務の入札の
際に評価する「海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度」を令和 2 年 9 月に新たに創
設しました。

令和 2 年 9 月～ 10 月にかけて募集を行ったところ、46 の企業等から合計 1, 203 件の認定申
請をいただき、審査の結果事実関係の確認ができた 1,081 件について実績認定を行いました。あ
わせて、38 の企業から合計 61 名の表彰応募をいただき、国土交通大臣賞 17 名、国土交通大臣

技術者の国内外での相互活用を促進
～「海外インフラプロジェクト・技術者認定・表彰制度」を創設～
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奨励賞 11 名の受賞者を決定いたしました。国土交通省では 3 年度の国内工事・業務の入札から
評価に活用することとしており、積極的な活用が期待されます。

また、3 年 3 月 24 日には、オンラインでの表彰式を開催し、受賞者の方からは「大変栄誉あ
る賞を賜り誠に光栄」「今後も表彰の栄誉に恥じぬよう技術研鑽に励み、さらなる国際貢献実現
に向け努力したい」といった声をいただくことができました。

国土交通省では、本制度を 3 年度以降も継続し、広く技術者を適正に評価することによって
国内外の人材の流動化等を図り、「担い手」人材の確保・育成に努めるとともに、海外における
我が国企業・技術者が益々活躍できるよう最大限の支援を図ってまいります。

【関連リンク】
国土交通省　海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度のページ
https://www.mlit.go.jp/kokusai/kokusai_tk3_000198.html

（ 7 ）案件受注後の継続的なフォローアップ
海外案件においては、受注後に施工に必要な許認可が円滑に行われない、相手国からの金銭の支払

いが遅延するといったトラブルが発生する。これが潜在的なリスクと見込まれ事業価格の高騰を招い
ている。解決を働きかける相手方が、相手国政府や自治体、公的機関となることも多く、我が国企業
の独力での解決は困難を伴いがちである。
このため、相談窓口である「海外建設・ホットライン」を活用し、関係省庁やJICA等と連携して

対応策を検討し、必要に応じたトップクレーム等を速やかに実施し、相手国に対する働きかけを行っ
ている。このほか、JOINが支援を行っている事業においては、JOINのハンズオン機能の一環として
相手国政府との交渉等を行っている。

（ 8 ）新型コロナウイルス感染症の拡大を踏まえた対応
昨今の新型コロナウイルス感染症の拡大により、世界各地で個別プロジェクトの工事の中断や内容

の見直し等の多大な影響がでている。このため、我が国企業等から情報収集を随時行い、関係府省・
機関と連携して我が国企業が安心して事業を実施できるよう支援していく。さらに、収束後は公衆衛
生の意識の高まりや、デジタル化の急速な進展等の価値観の変容による、新たなニーズを踏まえたイ
ンフラシステムの海外展開を積極的に行っていく。

（ 9 ）各国・地域における取組み
上記の取組み以外にも、各地域・国との間でインフラシステム海外展開を促進する対話、協力等に

取り組んでいる。令和2年度の取組みは下記のとおりである。

① ASEAN 地域
巨大な単一市場の実現に向け平成27年末に発足したASEAN経済共同体（AEC）においては、地域

の連結性強化等による経済発展が重視されており、今後ヒト、モノ等の流れがより活発になってくる
ことが予想される。また、ASEANはアジア地域においても最も我が国建設企業が多く進出しており、
堅調な海外売上高を維持していることから、引き続き我が国企業の重要な市場の一つである。
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こうした中、ASEAN諸国から依然として多くの制度整備支援要望が寄せられていることを踏まえ、
昨年度に引き続き、令和3年1月、土地・建設関連制度の整備普及を担うことができる人材育成促進
を目的に、関連制度の講義等をカリキュラム化した第4回目の「建設産業政策プログラム」をオンラ
インにて実施しASEAN諸国等9箇国から9名の行政官が参加した。

ʢΞʣΠϯυωγΞ
令和2年7月、運輸省との間で、本邦民間企業を交えたオンラインセミナーを開催し、鉄道、港湾

等の分野について両国間で引き続き緊密な協力・連携を図っていくことを確認した。
同月、海上保安庁とインドネシア海上保安機構（BAKAMLA）による日・インドネシア海上保安機

関長官級会合をオンラインで開催した。同月及び3年1月、BAKAMLAに対して海上保安庁モバイル
コーポレーションチーム（MCT）によるオンライン研修を実施した。
令和2年10月の日・インドネシア首脳会談において、両首脳は協力を進展させることについて一

致した。
同年11月、日ASEANスマートシティ・ネットワーク官民協議会の取組として、インドネシア情報

通信大臣を含む、両国のスマートシティ関係者参加のもと、情報交換及びビジネスマッチングのため
のフォーラムをオンラインで開催した。
同年12月、国土交通大臣がトップセールスを実施してきたパティンバン港整備事業に関し、自動

車ターミナルの一部及びアクセス道路の完成を期に、ソフトオープン（部分開業）式典が開催された。
令和3年2月、「第7回日・インドネシア建設次官級会合」をオンラインで開催し、建設分野にお

ける両国のインフラ整備の課題・経験を共有するとともに、両国の協力を推進していくことで一致した。
同月、有料道路の運営・維持管理（O&M）分野の最新の取組を共有し、官民での両国の道路O&M

分野での協力関係の強化を図ることを目的として、「日・インドネシア有料道路O&M技術会議」を
オンラインで開催した。本会議には、両国政府に加え日本の高速道路会社、インドネシアの道路運営
会社等から、約350名が参加し、活発な意見交換が行われた。
同月、運輸省との間で、都市公共交通に係るオンラインセミナーを開催し、公共交通機関の活性化

施策等について意見交換を行った。

ʢΠʣΧϯϘδΞ
令和2年5月、カンボジアの港湾整備の発展及び日本との国際交流への貢献が評価され、カンボジ

ア・シハヌークビル港湾公社のルー・キム・チュン総裁が令和元年度土木学会国際貢献賞を受賞した。
同年8月、土木学会主催の授賞式がオンラインで開催され、同総裁が受賞者を代表して講演したほか、
国土交通省港湾局から日本・カンボジアの港湾分野での協力について講演した。
官民双方の連携を強化し、都市開発・不動産開発分野における課題の解決に貢献することを目的と

してカンボジア国土整備・都市化・建設省との間で設立した「日カンボジア都市開発・不動産開発プ
ラットフォーム」について、第2回会合を令和3年2月にオンラインで開催した。会合において、赤
羽国土交通大臣とカンボジア国土整備・都市化・建設大臣との間で、住宅・建設・都市計画・国土計
画・地図作成・測量分野における協力に関する覚書を更新するとともに、平成31年3月に開催され
た第1回会合後の各取組の進捗状況を確認した。
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ʢ΢ʣγϯΨϙʔϧ
シンガポール行政機関インフラストラクチャー・アジア（IA）と、当面は都市開発分野（スマート

シティ含む。）及び道路・橋梁分野に関し、両国のインフラ関連企業の連携を深め、第三国での協力
案件形成を図る取組を進めている。令和2年8月、本協力枠組のキックオフとして第1回オンライン
セミナーを開催し、両国の民間企業を中心に、アジアでの事業展開、両国企業の協力可能性等につい
て意見交換を実施した。セミナー後にはそれぞれの相手国企業への関心を得て、1対1の橋渡し、1
対複数のミーティングのアレンジを実施した。3年3月、第2回オンラインセミナーを開催し、国土
交通省とIAとの間で、両国の民間企業が第三国におけるインフラプロジェクトに連携して取り組む
ことを協力して支援する覚書を締結、第三国の政府関係者からの事業機会の紹介等を実施した。

ʢΤʣλΠ
令和3年3月、道路分野を中心としたインフラメンテナンスに関するセミナーをオンラインで開催

し、日本企業のタイにおけるインフラメンテナンス事業への参画・協働に向けたネットワーク構築を
支援した。

ʢΦʣϑΟϦϐϯ
令和2年11月、海上保安庁とフィリピンコーストガード（PCG）により日・フィリピン海上保安

機関長官級会合を開催した。また、同月、PCGに対して海上保安庁モバイルコーポレーションチーム
によるオンライン研修を実施した。
令和3年3月、有料道路の運営・維持管理（O&M）分野の最新の取組を共有し、官民での両国の

道路O&M分野での協力関係の強化を図ることを目的として、「日・フィリピン有料道路O&M技術会
議」をオンラインで開催した。本会議には、両国政府に加え日本の高速道路会社、フィリピンの道路
運営会社等から、約170名が参加し、活発な意見交換が行われた。

ʢΧʣϕτφϜ
令和2年5月、日本の沿岸技術を総合的に駆使したラックフェン国際港建設事業について、土木技

術の発展への顕著な貢献をなし、社会の発展に寄与したことが評価され、国土交通省港湾局が令和元
年度土木学会技術賞（Ⅱグループ）を受賞した。同年6月、土木学会主催でラックフェン国際港建設
事業をテーマとしたシンポジウムがオンラインで開催され、国土交通省港湾局より講演を行った。
国土交通大臣が、円滑なプロジェクトの進捗のためベトナム政府と調整を続けてきたホーチミン市

都市鉄道1号線プロジェクトについて、同年10月に初めて日本から現地に車両の納入が行われるな
ど、本格運用に向けた準備が着実に進められた。
また同年10月の菅総理のベトナム訪問の際、国土交通省とベトナム交通運輸省は、ベトナムの港

湾施設の国家技術基準の策定における協力の推進に関する覚書を更新した。
同年12月、ベトナム海上警察に対して海上保安庁モバイルコーポレーションチームによるオンラ

イン研修が実施されたほか、同月には日越・ベトナム海上保安機関実務者会合をオンライン形式で開
催した。

ʢΩʣϚϨʔγΞ
平成29年7月、日本はクアラルンプールにASEAN地域訓練センターを設置し、レーダーや無線を
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使用して船舶の管制及び情報提供を実施するVTS（Vessel Traffic Service）管制官の育成を支援して
いる。令和2年1月に同センターに整備したe-Learningシステムを活用し、3年3月にオンライン研
修を実施した。
また、マレーシア海上法令執行庁に対して海上保安庁モバイルコーポレーションチームによりオン
ライン研修（令和2年10月、3年2月）を実施した。

ʢΫʣϛϟϯϚʔ
円滑なプロジェクトの進捗のためミャンマー政府と調整を続けてきたヤンゴン環状鉄道の改修計画
及びヤンゴン・マンダレー鉄道の整備計画（フェーズ2）に関し、令和2年12月、車両の調達に関
する契約が、本邦企業とミャンマー国鉄との間で締結された。

②南アジア
ʢΞʣΠϯυ
令和2年9月の日印電話首脳会談において、両首脳はムンバイ・アーメダバード間高速鉄道事業の
着実な進展に向けて、緊密に連携を図ることを確認した。同月の首脳会談の結果も踏まえ、同年12
月に土木工事が着工した。
令和3年1月に「第12回都市開発に関する日印交流会議」を開催し、水環境、都市交通、都市開発、
良き発注者と質の高い技術者等について、意見交換を行うと共に、日本企業が各社の技術をアピール
した。
また、水分野の協力を強化することを目的として、令和元年12月、国土交通省水管理・国土保全
局とインド水活力省水資源・河川開発・ガンガ再生局の間で協力覚書を締結した。

ʢΠʣόϯάϥσγϡ
PPP庁との覚書に基づき日本バングラデシュ・ジョイントPPPプラットフォームを構築し、政府間
協力のもとでバングラデシュ側関係省庁と我が国関心企業による各種プロジェクトの案件形成を支援
している。令和3年2月には第4回プラットフォーム会合を実施し、案件形成に取り組むプロジェク
トとして新たに道路1案件を選定した。

③米国
米国は、インフラの老朽化対策や高速鉄道、スマートシティ、高齢者の地域居住等の分野において、
我が国の高度な技術力や知見へのニーズが高い市場であり、第三国においても、自由で開かれたイン
ド太平洋（FOIP）の実現に向けた協力を図っている。また、令和3年1月に発足したバイデン政権は
インフラ整備に積極的であり、今後、日本の技術力を活用した米国インフラ市場への参画が期待され
ている。
こうした中、令和3年3月には、バイデン新政権下での日米協力を促進するため、米国運輸省及び
インディアナ州と連携して、第4回日米インフラフォーラムをオンライン形式で開催した。本フォー
ラムでは、冒頭、赤羽国土交通大臣からインフラ分野における新技術・デジタル技術の活用、次世代
エネルギーの活用、FOIPの推進等に関して日米の協力を呼びかけ、ブティジェッジ連邦運輸長官か
ら今後の日米協力に対する期待が示されたほか、国土交通省及びインディアナ州政府から、これらに
関するインフラ政策の紹介を行った。
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④中東
ʢΞʣα΢δΞϥϏΞ
同国の交通プロジェクトの案件形成を目指し、令和2年度の調査として、両国の関心の高い分野に

ついて、関係省庁・企業とのオンライン面談やビジネスマッチングを実施した。

ʢΠʣτϧί
令和2年12月には、質の高いインフラ、第三国における両国企業の連携等をテーマにした「第6

回日本・トルコ建設産業会議」を開催し日本とトルコ両国企業によるビジネスマッチングを実施した。
また同年12月、日・トルコの防災協働対話の枠組みを活用し、官民による日トルコの防災協力を

一層強化するとともに、日本企業のトルコ進出を支援するため、岩井国土交通副大臣出席の下、「日・
トルコ防災セミナー」をオンラインで開催した。
観光分野においては、日本とトルコの更なる交流人口拡大のため、同年1月に両国政府の観光当局

や業界関係者等の参加する、「第1回日土観光交流促進協議会」を実施した。

⑤ロシア
政府全体の方針である「ロシアの生活環境大国、産業・経済の革新のための協力プラン」に基づき、

都市環境、運輸、観光分野での協力を進めているところであり、令和2年8月に行われた日露電話首
脳会談においても、両首脳の間で「協力プラン」の進捗が確認され、今後も二国間関係を強化してい
くことの重要性が確認された。
同国の都市環境分野では、8項目からなる「協力プラン」のうち、「快適・清潔で住みやすく、活

動しやすい都市作り」の具体化に向け、「日露都市環境問題作業部会」を通じて3モデル都市を中心
に協力を進めており、3年2月に第13回総括会合を開催した。元年に、モデル都市に追加されたサ
ンクトペテルブルク市においては、協力分野を定めたスマートシティ基本構想を2年に提案、合意し、
当地での協力の具体化に向け各分野で協議を実施している。
運輸分野では、平成24年に「日露運輸作業部会」を設置し、27年の第2回以降毎年交互に開催し

ている。令和2年度は、12月にオンラインにて日露運輸作業部会第7回次官級会合を開催し、鉄道・
港湾・航空・海事の分野における意見交換を実施した。
さらに、専門的な議論を行うため、「港湾当局間会合」、「鉄道専門家会合」、「観光交流促進協議会」

を設置し、協力の具体化に向けた議論を実施している。同年度は、11月にオンラインにて港湾当局
間会合を開催し、港湾当局間で意見交換を実施した。

⑥中南米
令和2年1月に、青木国土交通副大臣がパナマ運河庁を往訪し、パナマ運河における円滑な通航の

確保等についてパナマ政府要人と意見交換を行った。特に、パナマ運河の水位確保に係る上水サー
チャージについては、導入の必要性等について海運業界に対して十分な説明と周知期間が必要である
旨ロヨ運河担当大臣に対して強く申し入れを行ったが、パナマ運河庁は渇水対策として緊急に導入せ
ざるを得ないとして翌2月に同制度を導入した。これを受けて、同年9月、海事局はパナマ運河庁と
Web形式で局長級政府間協議を開催し、パナマ運河庁長官から同制度の導入に至った経緯・根拠の
説明を受けるとともに、現在同国で検討している中長期的な水不足対策についての情報を共有し、今
後も運河の健全な活用に向けて両国間で協調していくことを確認した。
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⑦アフリカ
TICADⅥにあわせて平成28年8月にケニアにて開催した「日・アフリカ官民インフラ会議」にお

いて採択された閣僚宣言を踏まえて設立した「アフリカ・インフラ協議会」（JAIDA）を活用し、我
が国の「質の高いインフラ」を支える技術や経験等についてアフリカ各国に対して積極的に情報発信
をするとともに、相手国との官民双方の関係構築を促進した。
これまでアフリカ11箇国（ケニア、エチオピア、モザンビーク、タンザニア、コートジボワール、

ナイジェリア、ウガンダ、ザンビア、ガーナ、マダガスカル、セネガル）において「官民インフラ会議」（閣
僚級）を開催してきたところ、令和2年3月にチュニジア、モロッコとの間でオンラインによる会議
を開催した。このうち、モロッコとの間では、岩井国土交通副大臣が「質の高いインフラ投資」の推
進協力に係る覚書を締結した。
加えて、これまでに官民インフラ会議を開催したコートジボワールとの間で、官民インフラ会議で

築いた関係を継続・発展させることを目的として「質の高いインフラ対話」をオンラインで開催した。

⑧東アジア
中国については、平成30年に「第1回日中第三国市場協力フォーラム」等が開催され、日中間に

おけるインフラ整備に関する第三国連携の可能性を追求してきている。今後も、第三国での日中の連
携に取り組んでいく。

ίϥϜ

国土交通省は、ASEAN スマートシティ・ネットワーク（ASCN） ஫ 1 への協力を推進するため、
令和元年に引き続き、令和 2 年 12 月 16 日、「第 2 回日 ASEAN スマートシティ・ネットワーク 
ハイレベル会合」を、ASEAN 諸国及び国内関係省庁と連携してオンラインで開催し、約 1,200
名にご参加いただきました。

同会合では、日本及び ASEAN 各国・各都市のスマートシティに係る取組みや優良事例につい
ての紹介等を通じて、新型コロナウイルス感染症が広がる中にも着実に取組みが進んでいるこ
と、及び引き続き「日・ASEAN スマートシティ・ネットワーク官民協議会（JASCA）」を主体と
して、分野横断的かつ包括的な協力を推進していくことを確認しました。また、本会合と関連
して、スマートシティを標榜するタイ・バンコクのバンスー中央駅周辺都市開発の事業推進の
ための協力覚書に国土交通省、（独）都市再生機構、タイ運輸省及びタイ国鉄の 4 者が署名した
ほか、ASEAN 各都市や日本民間企業等との間で、今後の具体的な協力について 3 件の覚書の署
名がなされるなど、個別の協力関係も構築したところです。さらに、ASEAN のスマートシティ

஫ 1ɹ 平成 30 年ʹ։࢝͞Εͨɺ"4&"/ の֤౎ࢢのεϚʔτγςΟଅਐΛ໨తͱͨ͠ "4&"/ のऔ૊Έɻ"4&"/10 Օࠃ
͔Β 26 ౎͕ࢢબ͹Εɺຽؒۀاɾॾ֎ࠃͱの࿈ܞΛ௨ͨ͡ϓϩδΣΫτの推ਐ͕໨͞ࢦΕ͍ͯΔɻ

日 ASEAN 相互協力でスマートシティを実現！
　～日 ASEAN スマートシティ・ネットワークハイレベル会合と
 新たな支援パッケージ “Smart JAMP” ～
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の実現をさらに加速化させるための日本政府の新たな支援パッケージを提案し、採択された成
果文書において、今後、早急にこの支援策が迅速かつ有効に実施されるよう、関係機関による
具体的な作業に取り組むことが合意されました。 

この新たな支援パッケージは、"Smart JAMP（Smart City supported by Japan ASEAN Mutual 
Partnership）" と名付け、具体的には海外スマートシティの具体的案件形成調査の加速化、
ASEAN スマートシティ案件への金融支援の促進、ASEAN 各国各都市の現地における協力体制整
備等を行うこととしています。

Smart JAMP の施策の最初のステップとして、ASCN 各都市から企画提案されたスマートシティ
プロジェクトに関するマスタープラン調査、実施可能性調査、人材育成プログラムや実証実験
を実施することにより、具体的な案件形成を推進していきます。

今後も、こうした取組みを踏まえながら、引き続き政府一丸となって ASEAN でのスマートシ
ティ海外展開に取り組んでまいります。

【関連リンク】
　・第 2 回 日 ASEAN スマートシティ・ネットワーク ハイレベル会合
　　https://www.ascnjapan2020.jp/jpn/index.html
　・スマートシティ官民連携プラットフォーム
　　https://www.mlit.go.jp/scpf/
　・JASCA ホームページ 
　　https://www.jasca2021.jp/

第2節 国際交渉・連携等の推進

1　	 経済連携における取組み
（ 1 ）経済連携協定／自由貿易協定（EPA/FTA）
我が国は、アジア・太平洋地域、東アジア地域、欧州等との経済連携を戦略的に推進しており、令

和3年3月現在、21の国・地域とのEPAについて、発効済み・署名済みであるEPA/FTAを活用し、
我が国の運輸、建設業等の国際競争力の強化及び海外展開の推進の観点から、相手国の外資規制の撤
廃・緩和等を通じたサービス分野の自由化、相手国の政府調達に関する参加機会の拡大に取り組んで
いる。
平成25年5月から、ASEAN諸国、日本、中国、韓国、豪州、ニュージーランド、インドの16箇国
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により交渉を開始した地域的な包括的経済連携（RCEP）協定は、令和2年11月に署名された。
令和元年11月以降、本協定の交渉に不参加であったインドは、署名にも不参加であったが、本協

定では、発効日からインドによる加入のために開かれている旨を規定している。（インド以外の国は
発効後18か月を経過した後にのみ加入可）。
このほか、令和2年1月に英国がEUを離脱したことを受け、同年6月に英国との新たな経済パー

トナーシップの構築のための交渉を開始、日EU・EPAに代わる日英EPAが同年10月に署名され、3
年1月に発効した。

（ 2 ）世界貿易機関（WTO）
WTOは、多角的貿易体制の中核であり、①貿易自由化・ルール形成のための交渉の場、②加盟国

によるWTO協定の履行状況の監視、③加盟国間のWTO協定上の貿易紛争を手続に従って解決する
制度の運用という機能を果たしている。
日本を含む有志国・地域により、サービス分野の一層の貿易自由化を目的とした新サービス貿易協

定（TiSA）の策定に向けた議論が行われており、平成25年6月から交渉を開始している。

 2　	 国際機関等への貢献と戦略的活用
（ 1 ）アジア太平洋経済協力（APEC）
APECは、アジア太平洋地域の持続可能な成長と繁栄に向けて、貿易・投資の自由化、ビジネスの

円滑化、経済・技術協力等の活動を行う経済協力の枠組みであり、国土交通省では、APECの交通・
観光分野に係る大臣会合及び作業部会に積極的に取り組んでいる。
交通分野では、地域内のモノと人の流れを円滑化し貿易と投資を支えるべく交通大臣会合が開催さ

れている。
平成29年10月にパプアニューギニアで開催された第10回APEC交通大臣会合では、強靱的且つ

持続可能な交通やイノベーションを通じた地域連結性をテーマとした議論が行われ、我が国からは、
「インフラプロジェクトにおけるPPPの促進」のテーマでプレゼンテーションを行い、これらの議論
が共同大臣宣言として取りまとめられた。
また、APECの交通分野を取り扱う作業部会「APEC交通ワーキンググループ」の第48回会合が令

和元年11月にモスクワにて開催され、APEC域内の交通分野における自由化・円滑化、保安、安全等
について議論された。第49回会合は新型コロナウイルス感染症の影響により延期されており、3年
中の開催が予定されている。
国内では、平成31年3月に開催した「APEC質の高いインフラ東京会議」における議論を踏まえ、

APEC加盟国・地域における「質の高いインフラ」及びスマートシティの更なる理解の醸成や国際的
スタンダード化の推進を図るため、令和3年度にAPEC加盟国・地域のインフラ担当省庁幹部を招聘
し、「APEC質の高いインフラ投資を通じたスマートシティ会議」を開催することとしている。

（ 2 ）東南アジア諸国連合（ASEAN）との協力
国土交通省は、ASEANにおける「質の高い交通」をさらに推進するため、平成15年に創設された

日本とASEANの交通分野の協力枠組みである「日ASEAN交通連携」の下、道路交通安全に関する共
同調査、港湾技術に関する共同研究、マラッカ・シンガポール海峡における水路再測量・海図整備、
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航空セキュリティ体制支援等、陸上、海上、航空にわたる様々な協力プロジェクトを実施している。
これらのプロジェクトの進捗状況について確認するとともに、今後の方向性、新たなプロジェクトに
ついて議論するため、「日ASEAN交通大臣会合」等の会合が毎年開催されている。令和2年11月には、
「第18回日ASEAN交通大臣会合」がテレビ会議で開催され、我が国からは岩井国土交通副大臣が出
席した。本会合においては、「日ASEAN交通連携」の具体的実施計画である「日ASEAN交通連携ワー
クプラン2020-2021」とともに、「コンテナターミナルの効率評価に係るガイドラインの策定」、「小
型船舶への情報提供業務に係るガイドラインの策定」、及び「日ASEAN環境行動計画2021-2025」
の3つの新規協力プロジェクトが承認された。さらに、これまでのプロジェクトの成果物として、「日
ASEANクルーズ振興戦略報告書」、「航路の維持管理ガイドライン」、及び「航路指定による安全対策
ガイドライン」の3つが承認された。また、同年9月に開催した日ASEAN次官級交通政策会合にお
いて、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた各国の交通分野における取組について共有した。
また、国土交通省では、ASEAN各国のスマートシティ実現に向けたプラットフォームである「ASEAN

スマートシティ・ネットワーク（ASCN）」に対して関係府省とも連携して協力するため、令和2年12月、
「第2回日ASEANスマートシティ・ネットワーク・ハイレベル会合」をオンラインで開催した。同会
合において、我が国のスマートシティの取組や、各府省が連携した海外スマートシティ展開に関する
支援策- Smart City supported by Japan ASEAN Mutual Partnership -（Smart JAMP）などが紹介され、
ASEANでのスマートシティ実現に向けて引き続き協力をしていくことなどを確認した。

（ 3 ）経済協力開発機構（OECD）
国土交通省では、OECDの活動のうち、国際交通フォーラム（ITF）、交通研究委員会（TRC）、造船部会、

地域開発政策委員会（RDPC）、開発センター（DEV）、観光委員会などにおける議論に参画している。
ITFは、62ヵ国の交通担当大臣を中心に、年1回、世界的に著名な有識者・経済人を交え、交通政

策に関するハイレベルかつ自由な意見交換を行うITF交通大臣会合を開催しており、これまで、交通
分野に関する気候変動問題、自動運転やインフラファイナンス等に関して議論を行ってきた。令和元
年5月の大臣会合では、「地域統合のための交通連結性」をテーマとして、COP24を踏まえた気候変
動対策や新しいモビリティのガバナンスのあり方等について、様々な角度から議論が行われた。
TRCでは、加盟国に共通した政策課題について調査研究を行っており、最近では新型コロナウイル

ス感染症の交通への影響等について、情報提供やウェビナーを開催している。
造船部会は、造船に関する唯一の多国間フォーラムとして、国際造船市場に関する政策協調のため

重要な役割を担っており、造船に関する公的支援の適正化や透明性確保、輸出信用等に関する議論を
行っている。令和2年11月の第131回造船部会では、各国の造船政策のレビューに加えて、造船需
給予測及び船価モニタリングの実施に向けた検討を進めている。引き続き、このような造船市場に関
する共通認識の醸成や、政策協調のための取組を推進し、公正な競争条件の確保に努める。
RDPCでは、国土・地域政策等に関する各加盟国の政策レビューや、土地利用のガバナンスに関す

る調査等に積極的に取り組んでいる。特に令和2年度は、国土交通省として、スマートシティを評価
する指標の策定に向けた議論に参画してきたほか、新型コロナウイルス感染症が各国の地域政策に長
期的に与える影響に関する調査にOECDと共同で取り組んできた。
DEV は、開発にかかる様々な問題・経済政策に関する調査・研究、先進国、新興国及び途上国に

よる対話やセミナーを通じた知見・経験の共有・普及、政策オプションの提供等を行う機関であり、
専門家会合における今後の開発に関する議論を行うとともに、セミナー等により質の高いインフラの
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途上国への普及・実施についても取り組んでいる。
観光委員会では、各国の観光関連政策のレビューや、観光統計データの整備及び分析等を行ってい

る。我が国は同委員会の副議長国として活動しており、同委員会と積極的に連携している。令和2年
には、加盟国における新型コロナウイルス感染症の観光への影響や対策、観光関連機関の取組み等に
関してウェビナーやレポート作成が行われ、日本からも我が国における影響や対策などを共有した。

（ 4 ）国際連合（UN）
①国際海事機関（IMO）
IMOは、船舶の安全・環境等に関する国際ルールを定めている国連の専門機関である。我が国は、

世界の主要海運・造船国として同機関の活動に積極的に参加しており、環境関係の条約を採択する委
員会の議長は日本人が務めている。
特に、世界的に関心が高まっている気候変動対策を海運分野で強力に進めるべく、日本主導により、

船舶に対する世界共通のCO2削減ルールを策定し、段階的に強化している。令和2年度には、新造船
に関するCO2規制を大幅に強化（最大50％削減）したほか、これまで規制の対象外であった就航済
み船舶への新たなCO2規制を我が国主導により19か国でIMOに提案し、承認された。
また、2年度には、我が国提案に基づき、船舶の転覆事故防止に向けた新たな指針が承認された他、

岸壁係留時に使用されるロープの破断事故等を防止するための係留設備の保守・点検に関する条約改
正案が採択されるなど、IMOにおける安全に関する国際ルール作りに大きく貢献した。

②国際民間航空機関（ICAO）
ICAOは、国際民間航空の安全かつ秩序ある発達及び国際航空運送業務の健全かつ経済的な運営に

向け、一定のルール等を定めている国連の専門機関の1つである。我が国は加盟国中第3位（令和2
年）の分担金を負担し、また、第1カテゴリー（航空輸送において最も重要な国）の理事国として、
ICAOの諸活動に積極的に参加し、国際民間航空の発展に寄与している。

③国連人間居住計画（UN-Habitat）
UN-Habitatは、人間居住問題を専門に扱う国連の基金・計画の一つである。我が国は、設立以来

の理事国としてUN-Habitatの諸活動に積極的に参加し、我が国の国土・地域・居住環境改善分野で
の経験、知見を活かした協力を通じ、世界、特にアジアでの人口爆発、急激な都市化に伴う人間居住
問題の改善に貢献している。
令和2年度は、UN-Habitatによる新型コロナウイルス対策活動に関するレポート（UN Habitat’s 

COVID-19 Response Plan）の国内普及に努めたほか、UN-Habitat福岡本部（アジア太平洋担当）が
開催した各種シンポジウムに参加し、持続可能な都市化のための世界共通の目標である「ニューアー
バン・アジェンダ」にある「バランスの取れた国土開発」の重要性を世界に発信した。

④国連における水と防災に関する取組み
令和2年7月の国連の持続可能な開発に関するハイレベル政治フォーラムにおいて、赤羽国土交通
大臣は日本政府を代表し、流域のあらゆる関係者が協働し治水を進める「流域治水」や新型コロナウ
イルス感染症禍における水災害リスク低減を通じ、SDGsの達成に貢献していくことをビデオスピー
チを通じ発信した。3年3月には、「SDGs水関連目標の実施に関する国連ハイレベル会議」において、
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赤羽国土交通大臣は水・衛生目標であるSDG6に加え、災害被害の削減を目指すSDG　ターゲット
11.5を重点的にフォローアップするために必要な進捗管理に貢献していくことをビデオメッセージ
を通じ発信した。また、「水と災害ハイレベルパネル」の第15・16回会合に参加し、新型コロナウ
イルス感染症禍での水関連災害に関する国際社会の取組みを議論した。

⑤持続可能な開発目標（SDGs）
平成27年9月の国連サミットにおいて、SDGsが採択されたことを受け、28年12月に安倍総理を

本部長とするSDGs推進本部が、我が国におけるSDGsの実施のための指針（SDGs実施指針）を決定
した。令和元年度においては、平成28年の策定以降初めて「SDGs実施指針」を改定した。令和2年
12月、SDGs推進のための具体的施策をとりまとめた「SDGsアクションプラン2021」が策定され、
国内外における持続可能な開発の実現に向けて、国土交通省においても「質の高いインフラ投資の推
進」等の関連施策を通じて、SDGsの達成に向けて取り組みを行っている。

⑥国連における地理空間情報に関する取組み
国連経済社会理事会に設置されている地球規模の地理空間情報管理に関する国連専門家委員会

（UN-GGIM）に参加し、我が国の経験を活かし、地球規模の測地基準座標系（GGRF）の構築や防災
に関する地理空間情報の取組みに貢献している。また、我が国はUN-GGIMアジア太平洋地域委員会
の副会長、測地基準座標系作業部会の部会長、統計・地理空間情報統合作業部会の副部会長を務めて
いる。

（ 5 ）世界銀行（WB）
国土交通省は、「質の高いインフラ投資」の情報発信のため、世界銀行が実施する各国の住宅・都

市開発担当者を対象とした招聘事業（令和元年6月及び2年2月）及び現地でのワークショップ（2
年3月：於ケニア）において、日本の住宅供給及び都市開発に関する知見を紹介した。

（ 6 ）アフリカ開発会議（TICAD）
アフリカにおける「質の高いインフラ投資」を推進するために、「アフリカインフラ協議会（JAIDA）」

と連携し、官民インフラ会議等の取組みを進めているところ、令和4年にチュニジアにてTICAD8の
開催が予定されており、これに向けて「質の高いインフラ投資」に対する理解を促進する取組みを加
速していく。

（ 7 ）アジア欧州会合（ASEM）
ASEMは、アジア・欧州関係の強化を目指して平成8年に発足した対話と協力の場であり、アジア

側参加メンバー（21か国と1機関）、欧州側参加メンバー（30か国と1機関）の合計51か国と2機
関によって構成される。
令和元年12月に開催された第5回ASEM交通大臣会合では、交通のデジタル化に向けた技術開発

の重要性、交通の脱炭素化、環境に優しい交通の重要性などに関する議論が行われた。我が国からは、
和田国土交通大臣政務官が出席し、MaaSや自動運転など交通のデジタル化に関する取組みや、交通
分野における脱炭素化に向けた取組みを紹介した。
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 3　	 各分野における多国間・二国間国際交渉・連携の取組み
（ 1 ）国土政策分野
アジア各国等において、政府関係者、国際機関等様々なステークホルダーをネットワーク化し、会議、

ウェブサイト等により国土・地域政策に係る課題や知見を共有する仕組みである「国土・地域計画策定・
推進支援プラットフォーム（SPP）」の第3回会合を、令和3年2月にオンライン開催した。本会合では、
各国における新型コロナウイルス感染症を受けた国土政策の長期的なあり方に関するセッションのほ
か、今回新たな取組として、国土・地域計画分野における各国が抱える課題に対し、日本企業18社が「質
の高いインフラ」技術により、解決策等を提示する官民ビジネスセッションを実施した。

（ 2 ）都市分野
国際的な不動産見本市である「MIPIM」（フランス・カンヌ開催）への日本ブース出展の開催支援

等を行っている。
ミャンマーでは、同国建設省の要請を受け、これまで策定支援してきた都市・地域開発計画法に関

し、令和2年度は同法運用に向けたキャパシティ・ビルディング支援を実施するとともに、現地JICA
専門家を通じて技術協力を行った。
また、タイでは、同国運輸省の要請を受け、バンスー中央駅周辺都市開発計画の実現に向けて、現

地JICA専門家を通じて技術協力を行うとともに、令和2年度には運輸省、タイ国有鉄道、国土交通省、
独立行政法人都市再生機構の4者で、事業推進に関する協力覚書を交換した。
さらに、我が国企業の海外展開促進を図るため、都市開発海外展開支援事業を活用し、独立行政法

人都市再生機構による調査やセミナー等の取組を支援しており、上記のタイだけでなく、中国、イン
ドネシアの関係機関とも協力覚書交換に至った。
その他、TOD（公共交通指向型都市開発）に係る日本の経験や技術力を海外政府等カウンターパー

トへPRするための頒布資料を作成したほか、EUとの間でスマートシティやSDGsに対応した都市政
策のあり方について共同研究を行った。

（ 3 ）水分野
水問題は地球規模の問題であるという共通認識のもと、国際会議等において問題解決に向けた議論

が行われている。今後、熊本市で第4回アジア・太平洋水サミットの開催が予定されている。同サミッ
トは、アジア太平洋地域の各国政府首脳級や国際機関の代表などが参加し、アジア太平洋地域の水に
関する諸問題について、幅広い視点から議論を行うものであり、本サミットの円滑な実施のため、関
係各省が連携して準備を行った。また、令和元年6月にアメリカ（ワシントン）で開催された日本－
世界銀行水災害に関するセミナーにおいて、日本における統合的な渇水リスクマネジメントの取組み
として、全国および流域レベルでの水資源開発計画、需要マネジメント、水利権、環境用水、渇水時
の利水者間調整などの取組みを紹介した。
それに加え、水資源分野では、独立行政法人水資源機構を事務局とし関係業界団体や関係省庁から

なる「水資源分野における我が国事業者の海外展開活性化に向けた協議会」を活用し、インドネシア
において治水・利水機能の向上を図るダム再生事業の案件形成に向けた調査を行うなど、水資源分野
の案件形成に向けた取組みを実施した。また、アジア河川流域機関ネットワーク（NARBO）と連携
し、統合水資源管理（IWRM）の普及・促進に貢献している。このほか、アジアにおける汚水管理の
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意識向上等を目的としたアジア汚水管理パートナーシップ（AWaP）を平成30年に設立し、国連サミッ
トで採択されたSDGs（ターゲット6.3「未処理汚水の割合の半減」）の目標達成に貢献するための協
力関係を参加国・国際機関及び日本下水道事業団を含む関係機関と構築した。令和2年度は、参加国
が自国の下水道に関する現状や課題、取組み等を取りまとめた年次レポートの共有を図るとともに、
令和3年3月に運営委員会を書面審議で開催し、3年8月に総会を開催することを確認した。

（ 4 ）防災分野
世界の水関連災害による被害の軽減に向けて、災害予防が持続可能な開発の鍵であるという共通認

識を形成するため、我が国の経験・技術を発信するとともに、水災害予防の強化に関する国際連帯の
形成に努めている。また、相手国の防災課題と日本の防災技術をマッチングさせるワークショップ「防
災協働対話」をインドネシアやベトナム、ミャンマー、トルコで実施している。現在、既存ダムを有
効活用するダム再生や危機管理型水位計などの本邦技術を活用した案件形成を進めているところであ
る。また、国立研究開発法人土木研究所水災害・リスクマネジメント国際センター（ICHARM）では、
統合洪水解析システム（IFAS）や降雨流出氾濫（RRI）モデル等の開発、リスクマネジメントの研究、
博士課程及び修士課程を含む人材育成プログラムの実施、UNESCOやアジア開発銀行、及び世界銀行
のプロジェクトへの参画及び国際洪水イニシアチブ（IFI）事務局としての活動等を通じ、水災害に
脆弱な国・地域を対象にした技術協力・国際支援を実施している。
また、砂防分野においては、イタリア、韓国、スイス及びオーストリアと砂防技術に係る二国間会

議を開催しているほか、JICA専門家の派遣等や研修の受入を通じて土砂災害対策や警戒避難、土地
利用規制などの技術協力を行っている。

（ 5 ）道路分野
世界道路協会（PIARC）の各技術委員会等に継続的に参画し、国際貢献に積極的に取り組んでいる。

令和2年からは4年間の戦略計画がスタートし、1）道路行政、2）モビリティ、3）安全性と持続可能性、
4）レジリエントなインフラストラクチャーの4つの戦略テーマの下に17の技術委員会と4つのタス
クフォースを設置して、加盟国による調査研究を開始している。さらに、同年の新型コロナウイルス
感染症感染拡大下においては、ウェビナーの継続的な開催により、新型コロナウイルス感染症に関す
る情報共有や情報発信を行っている。
また、日ASEAN交通連携の枠組みの下、ASEAN地域における橋梁維持管理の質の向上を目指した

「橋梁維持管理技術共同研究プロジェクト」に取り組んでおり、令和2年2月、12月、3年3月に専
門家会合を開催した。

（ 6 ）住宅・建築分野
国際建築規制協力委員会（IRCC）、日米加建築専門家会合（BEC）等への参加など、建築基準等に

係る国際動向について関係国間での情報交換を行った。
ミャンマー・バングラデシュ・トルコ等に対しては、JICA専門家の派遣やセミナーの開催等を通

じて幅広く技術協力を行った。
また、国立研究開発法人建築研究所国際地震工学センター（IISEE）では地震学・地震工学・津波

防災の研修を実施し、開発途上国の研究者、技術者の養成を通じて世界の地震防災対策の促進に貢献
している。
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（ 7 ）鉄道分野
令和2年度も、インド高速鉄道に関する合同委員会の開催、JICA専門家の派遣を通じた技術協力な

ど、二国間での連携に向けた取組みを実施している。
また、（一社）海外鉄道技術協力協会（JARTS）や（一社）国際高速鉄道協会（IHRA）において各

国要人を招いての国際会議やセミナーを開催するなど、我が国鉄道技術の強みの紹介にも積極的に取
り組んでいる。

（ 8 ）自動車分野
平成27年の第13回日ASEAN交通大臣会合にて承認された、「自動車基準・認証制度をはじめとし

た包括的な交通安全・環境施策に関する日ASEAN新協力プログラム」に基づき、令和3年1月にア
ジア地域官民共同フォーラムをオンライン形式で開催するなど、アジア地域における基準調和・相互
認証活動・交通安全・環境保全施策などについて情報交換を行った。

（ 9 ）海事分野
海事分野では、IMOにおける世界的な議題への対応の他、局長級会談等を通じた二国間協力、日

ASEAN交通連携を通じた多国間協力の取組み等を実施している。
令和2年度にはパナマ及びノルウェーと局長級会談をそれぞれ9月及び12月に開催し、海事分野

における諸問題の解決に向け、情報共有や意見交換を実施した。
我が国は、ASEAN等新興国・途上国に対する海上保安能力向上や公共交通インフラの整備として

ODAを通じた船舶の供与を行っており、3年3月末現在、ベトナム、フィリピン向け巡視船やモロッ
コ向け海洋・漁業調査船、サモア向け貨物船など、9ヵ国に対し計18隻の船舶の供与に向けたODA
事業が進行中である。この他、平成30年3月より、マラッカ・シンガポール海峡の共同水路測量調
査事業の現地調査が実施されている。
多国間協力に関しては、日ASEAN交通連携協力プロジェクトの一環として、クルーズ分野につい

て、各国から提出されたクルーズ情報をASEAN-JAPAN transport partnership（AJTP）ウェブサイト
へ掲載した。また、日ASEANクルーズモデルルート策定等、平成27年から5年間にわたり実施した
日ASEANクルーズ振興戦略の成果を取りまとめ、日ASEAN交通大臣会合に報告し、承認された。
また、ASEAN域内の内航船等において低環境負荷船を普及促進させるため、「ASEAN低環境負荷船

普及戦略」に基づき、令和2年8月の海上交通WGにおいて、ASEAN各国の具体的取組等をベストプ
ラクティスとして共有した。
その他、洋上浮体技術を活用した物流拠点の事業化に向けた取組み、造船分野の人材育成支援等、

我が国の優れた海事技術の海外展開にも取り組んでいる。

（10）港湾分野
北東アジア港湾局長会議やAPEC交通WGを通じて、港湾行政に関する情報交換や、クルーズの促

進等を実施している。また、国際航路協会（PIANC）や国際港湾協会（IAPH）等との協調を重視し、
政府自らその会員となり、各国の政府関係者等との交流を行うとともに、各種研究委員会活動に積極
的に参画している。特にPIANC、IAPHにはいずれも日本から副会長を輩出している。コロナ禍にお
いても、リモートで活発に実施されている取組に積極的に参画し、我が国の質の高い港湾技術の発信
や、世界の様々な港湾技術に関する最新の知見を得るなど、技術基準等の海外展開・国際標準化の推
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進にも積極的に取り組んでいる。
さらに、令和2年10月には、海運業界の脱炭素化を支援する将来の船舶燃料に対応するための港

湾間協力に関する覚書をシンガポール海事港湾庁・ロッテルダム港湾公社・国土交通省港湾局の3者
で締結した。

（11）航空分野
令和2年度はインドにおいて我が国企業参入促進のため、空港運営案件発掘調査を実施した。また、

2年8月及び12月に、インド空港当局（AAI）と航空分野における協力について意見交換を行った。

（12）物流分野
日中韓物流大臣会合における合意に基づき、北東アジア物流情報サービスネットワーク（NEAL-

NET）の加盟国・加盟港湾の拡大等、日中韓の物流分野における協力の推進について中韓と議論を進めた。
令和2年6月には、新型コロナウイルス感染症の物流への影響を踏まえ、日中韓物流大臣会合の特

別セッション（テレビ会議）を開催し、三国における円滑な物流の確保のための連携強化を確認した。
また、日ASEAN交通連携の下、同年12月に開催した物流専門家会合において、ASEAN各国におけ

るコールドチェーン物流サービス規格の認証体制の整備を促進するためのガイドラインの策定を提案
し、各国の合意を目指して議論していくことが確認された。加えて、3年1月にインドネシアとの間
で物流政策対話・ワークショップを開催し、物流環境の改善等を協議するとともに、コールドチェー
ン物流を支える日本の物流機器や技術の紹介等を行った。
さらに、海上輸送、航空輸送に続く第3の輸送手段としてのシベリア鉄道の利用拡大に向けて、平

成30年度から令和2年度にかけて、ロシア政府と共同で、シベリア鉄道を利用した貨物輸送の実証
事業を実施した。

（13）地理空間情報分野
ASEAN等に対し、電子基準点網の設置・運用支援等を行っている。ミャンマーについては、JICA

によるヤンゴンマッピングプロジェクトと連携し、令和2年9月及び3年1月に、電子基準点の運用
維持管理に関してオンラインによる技術移転を実施した。ベトナムについては、3年3月に国土地理
院と天然資源環境省測量・地図作成・地理情報局との間で覚書の更新を行うとともに、電子基準点の
利活用に関するオンラインセミナーを開催した。インドネシアについては、電子基準点の維持管理に
関するオンラインによる技術移転を実施した。

（14）気象・地震津波分野
世界気象機関（WMO）の枠組みの下、気象観測データや技術情報の交換に加え、我が国の技術を

活かした台風情報等を提供している。WMOと国連アジア太平洋経済社会委員会（ESCAP）が共同で
設立した台風委員会の活動の一環として、台風の解析や予報に関する研修を毎年実施しているほか、
令和3年2月に台風委員会第53回会合を日本がホストとして実施するなど、東・東南アジア各国の
台風災害防止に貢献している。また、国際連合教育科学文化機関（UNESCO）政府間海洋学委員会（IOC）
の枠組みの下、北西太平洋における津波情報を各国に提供し、関係各国の津波防災に貢献している。
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（15）海上保安分野
海上保安庁は、世界海上保安機関長官級会

合、北太平洋海上保安フォーラム、アジア海
上保安機関長官級会合といった多国間会合
や、二国間での長官級会合、連携訓練等を通
じて、捜索救助、海上セキュリティ対策等の
各分野で海上保安機関間の連携・協力を積極
的に推進している。
また、シーレーン沿岸国における海上保安

能力向上支援のため、国際協力機構（JICA）
や日本財団の枠組みにより、海上保安庁モバ
イルコーポレーションチーム（MCT）や専
門的な知識を有する海上保安官を専門家とし
て各国に派遣しているほか、各国の海上保安機関等の職員を日本に招へいし、能力向上支援に当たっ
ている。
令和2年度は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、諸外国との往来が制限され、各国へ

の派遣ができない中、可能な手段で各国海上保安機関の能力向上支援を継続するため、MCTによる
オンライン研修等を実施した。
また、海上保安政策に関する修士レベルの教育を行う海上保安政策プログラムを開講し、アジア諸

国の海上保安機関職員を受け入れるなどして各国の連携協力、認識共有を図っている。
このほか、海上保安庁は国際水路機関（IHO）の委員会等における海図作製に関する基準の策定、

コスパス・サーサット計画における北西太平洋地域の取りまとめ、国際航路標識協会（IALA）の委
員会等におけるVDESの開発に係る検討、アジア海賊対策地域協力協定（ReCAAP）に基づく情報共
有センターへの職員の派遣など、国際機関へ積極的に参画している。

	 第3節	 国際標準化に向けた取組み
（ 1 ）自動車基準・認証制度の国際化
安全で環境性能の高い自動車を早期に普及させるため、我が国は国連自動車基準調和世界フォーラ

ム（WP29）等に積極的に参加し、安全・環境基準の国際調和を推進するとともに、その活動を通じ、
高度な自動運転技術などの優れた日本の新技術を国際的に普及させていくこととしている。このよう
な活動を推進するため、具体的には、①日本の技術・基準の戦略的国際標準化、②国際的な車両認証
制度（IWVTA）の実現、③アジア諸国の国際基準調和への参加促進、④基準認証のグローバル化に
対応する体制の整備、の4つの柱を着実に実施し、自動車基準認証制度の国際化を推進している。

（ 2 ）鉄道に関する国際標準化等の取組み
欧州が欧州規格の国際標準化を積極的に推進する中、日本の優れた技術が国際規格から排除される

と、鉄道システムの海外展開に当たって大きな障害となる可能性があるなど、鉄道分野における国際
競争力へ大きな影響を与えることから、鉄道技術の国際標準化を推進することが重要である。このた
め、鉄道関係の国際規格を一元的に取り扱う組織である（公財）鉄道総合技術研究所「鉄道国際規格

 図表Ⅱ-9-2-1  ベトナム海上警察に対するオンライ
ン形式での制圧研修
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センター」において、鉄道の更なる安全と鉄道産業の一層の発展を図るべく、活動を行っている。
このような取組みの結果、国際標準化機構（ISO）の鉄道分野専門委員会（TC269）では議長とし

て国際標準化活動を主導し、国際電気標準会議（IEC）の鉄道電気設備とシステム専門委員会（TC9）
と併せ、それぞれにおける個別規格の提案・審議等の国際標準化活動で中心的な役割を担い、成果を
上げている。引き続き、これら国際会議等における存在感を高め、鉄道技術の国際標準化の推進に取
り組むこととしている。
また、国内初の鉄道分野における国際規格の認証機関である（独）自動車技術総合機構交通安全環

境研究所は、鉄道認証室設立以来、着実に認証実績を積み重ね、鉄道システムの海外展開に寄与して
いる。

（ 3 ）船舶や船員に関する国際基準への取組み
我が国は、海運の環境負荷軽減や安全性向上を目指すとともに、我が国の優れた省エネ技術等を普

及するため、国際海事機関（IMO）におけるSOLAS条約஫ 1、MARPOL条約஫ 2、STCW条約஫ 3等による
基準の策定において議論を主導している。
また、海上保安庁は、国際水路機関（IHO）での海図や水路書誌、航行警報等の国際基準に関する
議論に参画している。さらに、船舶交通の安全を確保するとともに、船舶の運航能率のより一層の増
進を図るため、国際航路標識協会（IALA）e-Navigation委員会において新たな海上データ通信方式で
あるVDESの国際標準化に関する議論を主導している。

（ 4 ）土木・建築分野における基準及び認証制度の国際調和
土木・建築・住宅分野において、外国建材の性能認定や評価機関の承認等の制度の運用や、JICA
等による技術協力等を実施し、また、設計・施工技術のISO制定に参画するなど、土木・建築分野に
おける基準及び認証制度の国際調和の推進に取り組んでいる。また、我が国の技術的蓄積を国際標準
に反映するための取組を支援するとともに、国際標準の策定動向を考慮した国内の技術基準類の整備・
改定等について検討を進めている。

（ 5 ）高度道路交通システム（ITS）の国際標準化
効率的なアプリケーションの開発、国際貢献、国内の関連産業の発展等を図るため、ISOや国際電
気通信連合（ITU）等の国際標準化機関におけるITS技術の国際標準化を進めている。
特にITSの国際標準化に関する専門委員会（ISO/TC204）に参画し、ETC2.0で収集したプローブ
情報の活用等に関する標準化活動を行っている。また、国連の自動車基準調和世界フォーラム（WP29）
の自動運転に係る基準等について検討を行う各分科会等の共同議長等又は副議長として議論を主導し
ている。自動運行装置（レベル3）や自動車のサイバーセキュリティに関する国際基準が令和2年6
月に成立するなど、着実に国際基準の策定を進めている。

（ 6 ）地理情報の標準化
地理空間情報を異なる地理情報システム（GIS）間で相互利用する際の互換性を確保することなど

஫ 1ɹ ւ্ʹ͓͚Δਓ໋の҆શのͨΊのࡍࠃ৚約
஫ 2ɹ ધഫʹΑΔԚછの๷ࢭのͨΊのࡍࠃ৚約
஫ 3ɹ ધһの܇࿅ٴͼ໌ূ֨ࢿฒͼʹ౰௚のج४ʹؔ͢Δࡍࠃ৚約
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を目的として、ISOの地理情報に関する専門委員会（ISO/TC 211）における国際規格の策定に積極的
に参画している。あわせて、国内の地理情報の標準化に取り組んでいる。

（ 7 ）技術者資格に関する海外との相互受入の取決め
APECアーキテクト・プロジェクト、APECエンジニア・プロジェクトでは、一定の要件を満たす

APEC域内の建築設計資格者、構造技術者等に共通の称号を与えている。APECアーキテクト・プロ
ジェクトでは、我が国は、オーストラリア、ニュージーランドとの二国間相互受入の取決めの締結、
APECアーキテクト中央評議会への参加等を通じ、建築設計資格者の流動化を促進している。

（ 8 ）下水道分野
我が国が強みを有する下水道技術の海外展開を促進するため、現在、「水の再利用」に関する

専門委員会（ISO/TC282）、「汚泥の回収、再生利用、処理及び廃棄」に関する専門委員会（ISO/
TC275）、「雨水管理」に関するワーキンググループ（ISO/TC224/WG11）等へ積極的・主導的に参
画している。

（ 9 ）物流システムの国際標準化の推進
我が国の物流システムの国際標準化を推進し、ASEAN等において、物流環境の改善への貢献とと

もに、我が国の物流事業者が物流需要を確実に捉えられる環境醸成を図っている。令和2年には、平
成30年に日ASEAN交通大臣会合で承認された「日ASEANコールドチェーン物流ガイドライン」を
ベースとした事業者間（BtoB）におけるコールドチェーン物流サービス規格「JSA-S1004」と、一般
消費者等への小口保冷配送サービス（BtoC、CtoC）を対象とした国際規格「ISO23412」が発行され
た。また、「JSA-S1004」のASEANにおける普及に向けた戦略及びアクションプランを令和3年3月
に策定し、今後官民連携によりセミナーや研修等の取組を行うこととしている。

（10）港湾分野
日ベトナム間で、平成26年に署名し、29年および令和2年に更新した「港湾施設の国家技術基準

の策定に関する協力に係る覚書（MOC）」に基づき、我が国のノウハウを活用した、ベトナムの国家
技術基準の策定協力を実施しており、2年3月までに、8項目の国家基準の策定に至った。また、ベ
トナム政府からの要請に基づき、4年までに新たな設計基準（防波堤、浚渫・埋立）について、国家
基準原案の作成を行うなど、幅広い分野における取組みを推進しているところである。
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第10章 ICTの利活用及び技術研究開発の推進

	 第1節	 ICTの利活用による国土交通分野のイノベーションの推進
内閣総理大臣を本部長とするIT総合戦略本部（高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部）と
連携し、「世界最先端デジタル国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画」（令和2年7月17日改定）
に掲げられた国土交通分野における情報化施策を推進している。

 1　	 ITSの推進
最先端のICTを活用して人・道路・車を一体のシステムとして構築する高度道路交通システム（ITS）
は、高度な道路利用、ドライバーや歩行者の安全性、輸送効率及び快適性の飛躍的向上の実現ととも
に、交通事故や渋滞、環境問題、エネルギー問題等の様々な社会問題の解決を図り、自動車産業、情
報通信産業等の関連分野における新たな市場形成の創出につながっている。
また、令和2年7月に閣議決定された「世界最先端デジタル国家創造宣言・官民データ活用推進基
本計画」並びに平成26年6月にIT総合戦略本部決定され、直近では2年7月に改定された「官民ITS
構想・ロードマップ」に基づき、世界で最も安全で環境にやさしく経済的な道路交通社会の実現を目
指し、交通安全対策・渋滞対策・災害対策等に有効となる道路交通情報の収集・配信に係る取組み等
を積極的に推進している。

①社会に浸透した ITS とその効果
ʢΞʣ&5$ のීٴଅਐͱޮՌ
ETCは、今や日本全国の高速道路及び多くの有料道路で利用可能であり、車載器の新規セット
アップ累計台数は令和3年3月時点で約7,451万台、全国の高速道路での利用率は3年3月時点で約
93.1％となっている。従来高速道路の渋滞原因の約3割を占めていた料金所渋滞はほぼ解消され、
CO2排出削減等、環境負荷の軽減にも寄与している。さらに、ETC専用ICであるスマートICの導入や、
ETC車両を対象とした料金割引等、ETCを活用した施策が実施されるとともに、有料道路以外におい
ても駐車場やドライブスルーでの決済等への応用利用も可能となるなど、ETCを活用したサービスは
広がりと多様化を見せている。

ʢΠʣಓ࿏ަ௨৘ใఏڙのॆ࣮ͱޮՌ
走行経路案内の高度化を目指した道路交通情報通信システム（VICS）対応の車載器は、令和3年3
月時点で約7,048万台が出荷されている。VICSにより旅行時間や渋滞状況、交通規制等の道路交通
情報がリアルタイムに提供されることで、ドライバーの利便性が向上し、走行燃費の改善がCO2排出
削減等の環境負荷の軽減に寄与している。

【関連リンク】
ＥＴＣ総合情報ポータルサイト（再掲）　出典：一般財団法人 ITS サービス高度化機構　URL：https://www.go-etc.jp/
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②新たな ITS サービスの技術開発・普及
ʢΞʣ&5$2�0 のීٴͱ׆༻
平成27年8月より本格的に車

載器の販売が開始されたETC2.0
は、令和3年3月時点で約625万
台がセットアップされている。
ETC2.0では、全国の高速道路

上に設置された約1,800箇所の
ETC2.0路側機を活用し、渋滞回
避支援や安全運転支援等の情報提
供の高度化を図り、交通の円滑化
と安全に向けた取組みを進めてい
る。また、収集した速度や利用経
路、急ブレーキのデータなど、多
種多様できめ細かいビッグデータを活用して、ピンポイント渋滞対策や交通事故対策、生産性の高い
賢い物流管理など、道路ネットワークの機能を最大限に発揮する取組みを推進している。

ʢΠʣઌਐ҆શࣗಈंʢ"47ʣϓϩδΣΫτの推ਐ
先進安全自動車（ASV）推進計

画に基づき、先進技術を利用して
ドライバーの安全運転を支援する
先進安全自動車（ASV）の開発・
実用化・普及に取り組んでいる。
令和2年度には、ドライバーモニ
タリングシステム（眠気・居眠り
検知、脇見等検知）に関するガイ
ドライン策定等を実施した。

 2　	 自動運転の実現
国土交通大臣を本部長とする「国土交通省自動運転戦略本部」において、自動運転に関する重要事

項を検討し、自動運転の実現に向けた環境整備、自動運転技術の開発・普及促進及び自動運転の実現
に向けた実証実験・社会実装の3つの観点から、令和元年11月に今後の取組みについて公表を行った。
自動運転の実現に向けた環境整備については、安全な自動運転車の開発・実用化・普及を図るため

に、令和2年4月に改正道路運送車両法を施行し、自動運転車に関する安全基準を策定した。また、

 図表Ⅱ-10-1-1  ETC2.0による経路上の広域情報や安全運転支援情
報の提供

 図表Ⅱ-10-1-2  ドライバー異常時対応システムのイメージ 
（先進安全自動車（ASV））
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国際的にも、官民一体となって国連における議論を主導し、同年6月に国内基準と同等の国際基準が
成立した。今般の制度整備により、同年11月に世界で初めて自動運転車（レベル3）の型式指定を行っ
た。さらに、自動運転の推進にあたっては、車両だけでなくインフラとしての道路からも支援する必
要があるため、自動運転車の運行を補助する施設（磁気マーカ等）を「自動運行補助施設」として道
路附属物に位置付けるとともに、民間事業者が整備した場合は占用物件とする、道路法等の改正につ
いて、同年11月に施行し、自動運行補助施設（路面施設）の技術基準等を策定した。
自動運転技術の開発・普及促進については、バスのドライバー不足の解決に資する自動運転バス車
両の実用化に向け、大型自動車メーカー等と協働し、技術開発を進めているほか、衝突被害軽減ブレー
キ等の安全運転支援機能を備えた車「安全運転サポート車（サポカー）」の普及啓発・導入促進、高
速道路の合流部等での情報提供による自動運転の支援や、自動運転を視野に入れた除雪車の高度化に
取り組んでいる。
自動運転の実現に向けた実証実験・社会実装については、最寄駅等と目的地を結ぶ「ラストマイル
自動運転」に関し、令和3年3月までに福井県永平寺町及び沖縄県北谷町において無人自動運転移動
サービスを開始したほか、全国5地域において中型自動運転バスを使用した実証実験を実施した。ま
た、「中山間地域における道の駅等を拠点とした自動運転サービス」に関する長期間（1～ 2箇月）
の実証実験を平成30年11月から実施するとともに、「ニュータウンにおける自動運転サービスの実
証実験」を31年2月に実施している。このうち、令和元年11月に自動運転サービスを本格導入した
道の駅「かみこあに」では、1年以上にわたる安全な運行管理、延べ6,000kmを超える安全な運行
を継続している。加えて、トラックのドライバー不足の解決に資する「トラックの隊列走行」につい
て、令和3年2月には新東名高速道路において、後続車無人隊列走行を実現した。高速道路でのトラッ
ク隊列走行の実現も見据え、新東名・新名神の6車線化により、三大都市圏をつなぐダブルネットワー
クの安定性・効率性をさらに向上させるとともに、本線合流部での安全対策など、新東名・新名神を
中心に自動運転・隊列走行等の実現に向けたインフラ側からの支援策について検討を推進している。

動　画

日本初！！秋田県上小阿仁村で自動運転サービス本格導入！（再掲）
URL：https://www.youtube.com/watch?v=mus70syP6yE

動　画

高速道路におけるトラックの後続車無人隊列走行技術を実
現しました [1] 技術説明（再掲）
URL：https://www.youtube.com/watch?v=cdLg6QbErms 動　画

高速道路におけるトラックの後続車無人隊列走行技術を実
現しました [2] 走行時の様子（再掲）
URL：https://www.youtube.com/watch?v=GZf19fC_DPw
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 3　	 地理空間情報を高度に活用する社会の実現
誰もがいつでもどこでも必要な地理空間情報஫ 1を活用できる「G空間社会（地理空間情報高度活用

社会）」の実現のため、平成29年3月に閣議決定された「地理空間情報活用推進基本計画」に基づき、
ICT等の技術を用いて、地理空間情報の更に高度な利活用に向けた取組みを推進している。

（ 1 ）社会の基盤となる地理空間情報の整備・更新
電子地図上の位置の基準として共通に使用される基盤地図情報஫ 2及びこれに国土管理等に必要な情
報を付加した国の基本図である電子国土基本図஫ 3について、関係行政機関等と連携して迅速な整備・
更新を進めている。また、空中写真、地名に関する情報や国土数値情報、電子基準点による地殻変動
の常時監視、都市計画基礎調査により得られたデータのGIS化等の推進等、国土に関する様々な情報
の整備を行っている。さらに、今後の災害に備えたハザードマップ整備のための基礎資料となる地形
分類等の情報整備、発災時における空中写真の緊急撮影等、迅速な国土の情報の把握及び提供を可能
とする体制の整備等を行っている。

（ 2 ）地理空間情報の活用促進に向けた取組み
各主体が整備する様々な地理空間情報の集約・提供を行うG空間情報センターを中核とした地理空
間情報の流通の推進、Web上での重ね合わせができる地理院地図஫ �の充実等、社会全体での地理空
間情報の共有と相互利用を更に促進するための取組みを推進している。さらに、近年激甚化しつつ多
発する自然災害を受け、地形や明治期の低湿地データ、地形分類図、自然災害伝承碑等の地理院地図
を通じて提供する地理空間情報が、地域における自然災害へのリスクを把握する上で極めて有用であ
ることから、防災・減災の実現等につながるそれらの地理空間情報の活用力の向上を意図して、地理
院地図の普及活動を行った。具体的には、国土地理院地方測量部等による出前授業や教員研修の支援、
教科書出版社への説明会、教育関係者に対してオンライン教育コンテンツの拡充に関する情報発信等
を実施した。また、地理空間情報を活用した技術を社会実装するためのG空間プロジェクトの推進の
ほか、産学官連携による「G空間EXPO2020」の開催（令和2年11月～ 12月）など、更なる普及・
人材育成の取組みを行った。

஫ 1ɹ ۭ ্ؒのಛఆの஍఺ຢ͸۠ҬのҐஔΛࣔ͢৘ใʢ౰֘৘ใʹ܎Δ࣌఺ʹؔ͢Δ৘ใΛؚΉʣٴͼ͜の৘ใʹؔ࿈͚ͮΒ
Εͨ৘ใɻ( ۭؒ৘ใʢ(FPTQBUJBM *OGPSNBUJPOʣͱ΋ݺ͹ΕΔɻ

஫ 2ɹ ి ੓۠ը౳ߦքઢɺڥઃのࢪڞઢɺެ؛४఺ɺւج४ͱͳΔɺଌྔのج஍ਤ্ʹ͓͚Δ஍ཧۭؒ৘ใのҐஔΛఆΊΔࢠ
のҐஔ৘ใɻ߲໨΍ج४౳͸ࠃ౔ަ௨লྩ౳Ͱఆٛ͞ΕΔɻࠃ౔஍ཧӃʹ͓͍ͯɺ平成 23 年౓·Ͱʹॳظ੔උ͕ߦΘΕɺ
৽͞Ε͍ͯΔɻߋຊਤͱҰମͱͳͬͯج౔ࠃࢠ͸ిࡏݱ

஫ 3ɹ ͜ Ε·Ͱの 2 万 5 ઍ෼ 1 ஍ܗਤΛ͸͡Ίͱ͢Δࢴの஍ਤʹ୅Θͬͯɺిࢠతʹ੔උ͞ΕΔզ͕ࠃのجຊਤɻզ͕ࠃのྖ
౔Λద੾ʹදࣔ͢Δͱͱ΋ʹɺશࠃ౔のঢ়گΛࣔ͢࠷΋جຊతͳ৘ใͱͯ͠ɺࠃ౔஍ཧӃ͕੔උ͢Δ஍ཧۭؒ৘ใɻ

஫ �ɹ ࠃ౔஍ཧӃのӡ༻͢Δ΢Σϒ஍ਤʢIUUQT���NBQT�HTJ�HP�KQ�ʣɻࠃ౔஍ཧӃ͕੔උͨ͠஍ܗਤɺࣸਅɺඪߴɺ஍ܗ෼ྨɺ
తʹ഑৴ɻݩ৘ใ౳の஍ཧۭؒ৘ใΛҰ֐ࡂ
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国土地理院は、国連や世界の地理空間情報当局をはじめとする多様なパートナーとともに、
デジタル時代にふさわしいウェブ地図技術の能力構築を進めています。

国土地理院は我が国の地理空間情報当局として、インターネットに地図を刊行するウェブ地
図「地理院地図」や、世界の地理空間情報当局とともにデジタル地図の管理能力の構築を進め
る「地球地図」で、世界的にも先進的な実績をあげてきました。

これらの実績に基づき、平成 29 年以降、国連地理空間情報課に国土地理院職員を派遣し、国
連と世界のウェブ地図に関する能力構築を進めています。

能力構築に用いるソフトウェアは、国連オープン GIS イニシアティブのもと、自由で開かれ
た地理空間ソフトウェア（FOSS4G）である国連ベクトルタイルツールキット（UNVT）として
公表し、多様なステークホルダーによる実践コミュニティが形成されています。

UNVT は、国連平和維持活動や人道支援を後方支援する国連グローバルサービスセンターへの
配備が進められているほか、国土地理院の「地理院地図 Vector」にも採用されています。また、
さらなる幅広い能力構築のために、超小型 PC への実装も進められています。

今後も UNVT は、日本政府の SDGs アクションプラン 2021 に基づき、国連イニシアティブや
地方公共団体との連携、産学官連携を含む国内外のパートナーシップを通じて、防災を含む多
分野での地理空間情報の利活用を推進していきます。
　　　図1　国連ベクトルタイルツールキットのロゴ　　　　　　　図2　国連ベクトルタイルツールキットを導入した超小型PC

　　

【関連リンク】
国連ベクトルタイルツールキット　https://github.com/unvt
国連オープン GIS イニシアティブ　http://unopengis.org/
国土地理院ホームページ　https://www.gsi.go.jp/
地理院地図 Vector　https://maps.gsi.go.jp/vector/

ίϥϜ 国連ベクトルタイルツールキットとは？
～世界とともに地図をつくる～
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 4　	 電子政府の実現
「世界最先端デジタル国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画」等に基づき、電子政府の実現
に向けた取組みを行っている。特に、国・地方を通じた行政全体のデジタル化により、国民・事業者
の利便性向上を図る施策については、「デジタル・ガバメント実行計画」（令和2年12月25日閣議決
定）を踏まえ、政府全体で取組みを進めており、国土交通省においても「国土交通省デジタル・ガバ
メント中長期計画」（令和2年3月）に基づき、取組みを積極的に推進している。
また、「規制改革実施計画」（令和2年7月閣議決定）において、新型コロナウイルス感染症の危機

を経て明らかになった課題への対応という観点から、行政手続における書面規制・押印、対面規制の
抜本的な見直しを行い、原則として全ての手続について、必要な法令等の改正やオンライン化を行う
こととされており、国土交通省所管手続についてもこれに基づき速やかに対応を進めているところで
ある。
自動車保有関係手続に関しては、検査・登録、保管場所証明、自動車諸税の納付等の諸手続をオン

ラインで一括して行うことができる“ワンストップサービス（OSS）”を平成17年から新車の新規登
録を対象として、関係省庁と連携して開始し、以後、対象地域や対象手続の拡大を進めてきた。
OSSの利用は、新車新規登録手続について令和元年度で123.5万件（46.6％）、継続検査について

令和元年度で518.8万件（33％）となっている。平成30年度から新車新規登録手続については5.8％、
継続検査については16.3％利用率が伸びており、利用が拡大しているものの、中間登録については
ほとんど利用されておらず更なる利用促進策を講じることが必要となっている。
令和2年12月4日に「オンライン利用率引上げの基本計画」を策定し、新規登録手続、中間登録

手続のOSS利用率引上げのための目標及びオンライン利用率引き上げに係る課題とその解決に向けた
アクションプランを決定した。アクションプランに基づき、令和2年度は、マイナンバーカードを活
用したOSS申請の優良事例の横展開に向けた調査などに取り組んだ。
また、継続検査については、OSSで手続を行った場合であっても、自動車検査証の受取のための運

輸支局等への来訪が必要となっていることが、OSSの更なる利用促進に向けた課題の一つである。こ
れを解消するため、令和元年5月に「道路運送車両法」を改正し、自動車検査証を電子化するととも
に、自動車検査証への記録等の事務を国から委託する制度を創設したところである。現在、電子化さ
れた自動車検査証を5年1月に確実かつ円滑に導入すべく準備を進めている。

 5　	 公共施設管理用光ファイバ及びその収容空間等の整備・開放
e-Japan重点計画等を契機として、河川、道路、港湾及び下水道において、公共施設管理用光ファ

イバ及びその収容空間等の整備・開放を推進している。令和2年3月現在で、国の管理する河川・
道路管理用光ファイバの累計延長は約38,000kmあり、そのうち施設管理に影響しない一部の芯線約
18,000kmを民間事業者等へ開放し、利用申込みを受け付けた。

第1節　ICTの利活用による国土交通分野のイノベーションの推進

第
10
章

I
C
T
の
利
活
用
及
び
技
術
研
究
開
発
の
推
進

Ⅱ

国土交通白書　2021 415



 6　	 ICTの利活用による高度な水管理・水防災
近年IoT、AI、5G等の情報通信技術が著しく進歩する中、Society 5.0の実現を目標として、他分野
との連携を図りながら、新たな技術を積極的に活用し、水管理・水防災の高度化を進めている。
河川氾濫・流域監視のため、雨量観測においては、広域的な豪雨や局所的な集中豪雨を高精度・高
分解能・高頻度でほぼリアルタイムに把握できるXRAIN（国土交通省高性能レーダ雨量計ネットワー
ク）を整備し、配信エリアを全国に順次拡大している。また、最新のIoT、ICT技術を活用し、洪水
時の観測に特化した低コストな危機管理型水位計や静止画像を無線で伝送する簡易型河川監視カメラ
の設置、グリーンレーザを搭載し水面下も点群計測が可能なドローンの実装、無人化・省力化を目的
とした流量観測機器やドローンの活用による河川巡視の高度化・省人化や砂防関係施設点検の省力化
を目的とした技術開発を進めている。
また、豪雨等により発生する土砂災害に対しては、平常時より広域的な降雨状況を高精度に把握す
るレーダ雨量計、監視カメラ、地すべり監視システム等で異常の有無を監視している。また、大規模
な斜面崩壊の発生に対し、迅速な応急復旧対策や的確な警戒避難による被害の防止・軽減のため、発
生位置・規模等を早期に検知する取組みを進めている。
また、災害時の浸水範囲・土砂崩壊箇所の把握にあたっては、平成29年5月に国土交通省とJAXA
で締結した「人工衛星等を用いた災害に関する情報提供協力にかかる協定」に基づき、JAXAの有す
る陸域観測技術衛星（だいち2号）による緊急観測データを活用する取組みを進めている。
下水道分野においては、局地的な大雨等に対して浸水被害の軽減を図るため、センサー、レーダー
等に基づく管路内水位、雨量、浸水等の観測情報の活用により、既存施設の能力を最大限活用した効
率的な運用、地域住民の自助・共助の促進を支援する取組みや、樋門等の自動化・無動力化・遠隔操
作化を支援する取組みを進めている。

 7　	 オープンデータ化の推進
「世界最先端デジタル国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画」における官民データの利活用
に向けた環境整備として、国、地方公共団体等におけるオープンデータの取組みを積極的に推進して
いる。その一つとして、内閣官房の主催により平成30年1月以降に開催されている「オープンデー
タ官民ラウンドテーブル」（民間企業等のデータ活用を希望する者と、データを保有する府省庁等が
直接対話する場）を通じて、利用者の具体的ニーズを把握しつつ、国土交通省が保有するデータのオー
プンデータ化に向けた検討を行っている。
このような中、公共交通分野におけるオープンデータ化の推進については、オープンデータ化に向

けた機運醸成を図ることを目的として、平成29年3月より官民の関係者で構成する「公共交通分野
におけるオープンデータ推進に関する検討会」を開催し、同年5月にとりまとめた中間整理の中で、
当面、①官民連携による実証実験、②運行情報（位置情報等）、移動制約者の移動に資する情報のオー
プンデータ化の検討、③地方部におけるオープンデータ化の推進について取り組むべきとされたこと
を踏まえ、平成30年度より、公共交通機関における運行情報等の提供の充実を図るため、オープンデー
タを活用した情報提供の実証実験を官民連携して実施している。また、持続可能なオープンデータ化
の推進を目的として、対象とするデータの範囲、流通の仕組み等を整理する共通指針の策定を開始した。

第1節　ICTの利活用による国土交通分野のイノベーションの推進 　

第
10
章

I
C
T
の
利
活
用
及
び
技
術
研
究
開
発
の
推
進

Ⅱ

国土交通白書　2021416



 8　	 ビッグデータの活用
（ 1 ）IT・ビッグデータを活用した地域道路経済戦略の推進
地域経済・社会における課題を柔軟かつ強力に解決し、成長を支えていくため、ICTやビッグデー

タを最大限に利活用した地域道路経済戦略を推進している。
ETC2.0が平成27年8月に本格導入され、道路交通の速度等のビッグデータを収集する体制が構築

されており、ETC2.0車載器は、約625万台（令和3年3月時点）まで普及。こういった中、地域の
交通課題の解消に向けて、27年12月より、全国10箇地域に学官連携で地域道路経済戦略研究会が
設立され、各地域での課題を踏まえたETC2.0を含む多様なビッグデータを活用した道路政策や社会
実験の実施について検討を進めている。
例えば、急増する訪日外国人観光客のレンタカー利用による事故を防止するため、外国人レンタカー

利用の多い空港周辺から出発するレンタカーを対象に、ETC2.0の急ブレーキデータ等を活用して、
外国人特有の事故危険箇所を特定し、多言語注意喚起看板の設置や多言語対応のパンフレットでの注
意喚起等のピンポイント事故対策に取り組んでいる。
また、ETC2.0データを官民連携で活用することで、民間での新たなサービスの創出を促し、地域

のモビリティサービスの強化を推進している。

（ 2 ）交通関連ビッグデータを活用した新たなまちづくり
交通関連ビッグデータ等から得られる個人単位の行動データをはじめとした各種データを活用し、

多様なシミュレーションや施策の見える化等を行い、各主体間で地域の情報を共有しながら地域のま
ちづくりを考える「スマート・プランニング」の取組を推進している。
令和2年度は、これまでにも取り組んできた滞在時間や歩行者交通量のシミュレーションの高度化

に加え、評価できる施策や評価指標の充実のほか、地方自治体の都市計画実務者を対象とした「スマー
ト・プランニング」に関するセミナーを開催する等、普及にも取組んでいる。

（ 3 ）ビッグデータを活用した地形図の修正
地形図は、国土の基本図として様々な地図のベースとして利用されるとともに、登山者やハイカー

にも利用されている。この地形図の登山道をより正確に表示するため、登山者がスマートフォンで取
得した経路情報（ビッグデータ）を活用して地形図を修正する取組みを進めている。令和2年度は、
民間事業者との協力協定により提供されたビッグデータを活用して、全国の主な山の登山道を修正し
た。

 9　	 気象データを活用したビジネスにおける生産性向上の取組み
IoTやAIという急速に進展するICT技術をビッグデータである気象データと組み合わせることで、

農業、小売業、運輸業、観光業など幅広い産業において、業務の効率化や売上増加、安全性向上など
が期待されている。このため、気象庁では、産学官連携の「気象ビジネス推進コンソーシアム（WXBC）」
（平成29年3月設立）等を通じ、産業界のニーズや課題を把握するとともに、これらに対応した新た
な気象データの提供等により、気象データの利活用を促進している。
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令和2年度は、新たな気象デー
タとして、「推計気象分布（日照
時間）」、「日本沿岸海況監視予測
システムGPV」等の提供を開始
した。また、気象データ等を活用
して企業におけるビジネス創出や
課題解決ができる人材「気象デー
タアナリスト」を民間講座により
育成するために、教育内容等が一
定以上の水準を満たすと認められ
る講座を認定する事とし、講座を
実施する企業の募集を開始した。

 10	 スマートシティの推進
（ 1 ）スマートシティの推進
AI、IoT等の新技術、官民データをまちづくりに取り込み、都市の抱える課題解決を図るスマート
シティについて、内閣府、総務省、経済産業省と共同で、2019年8月に設立した企業、大学・研究
機関、地方公共団体、関係府省等を会員とする「スマートシティ官民連携プラットフォーム」を通じ
て、事業支援、分科会の開催、マッチング支援、普及促進活動等を実施している。国土交通省におい
ては、令和元年に引き続き2年7月に全国の牽引役となる先駆的な取組みを行う7つの「先行モデル
プロジェクト」等を追加選定し、都市サービスの導入に向けた実証実験の実施への支援など重点的に
支援を行った。今後もモデル事業等から得られた知見を基に策定したガイドブックの普及展開等を通
じて、成功モデルの全国展開を促進し、スマートシティを強力に推進していく。

（ 2 ）3D 都市モデル（PLATEAU）
国土交通省では、2021年3月までに、全国50以上の都市で3D都市モデルを整備し、多様な分野
における3D都市モデルのユースケース開発の実証を行った。例えば、社会実装が進むドローンにつ
いて、3D都市モデルを活用したフライトシミュレーションを実施し、その有用性を検証するとともに、
物流ドローンが撮影する配送ルート上の航空写真を活用することによる3D都市モデルの更新の可能
性についても検証を行った。この結果、3D都市モデルを活用した航路シミュレーターを用いることで、
これまで要していたドローン航行のための準備時間を大幅に短縮することができ、移動費や人件費な
どを削減できる可能性が示唆された。また、物流ドローンが撮影した航空写真を用いて3D都市モデ
ルの更新が可能であることが確認された。同時に、それぞれ実用に向けた課題も明らかになったとこ
ろである。今後も、PLATEAUを活用した都市計画・まちづくり、防災、都市サービス創出等の実現
を目指す「まちづくりのDX」の取組みを推進していく。

	 図表Ⅱ-10-1-3	� 気象データの利活用促進による各分野における生
産性向上

【関連リンク】
スマートシティ官民連携プラットフォーム　URL：https://www.mlit.go.jp/scpf/
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 11	 国土交通データプラットフォーム
インフラ分野内において先行的にBIM/CIMやICT施工により作成される3次元データをはじめと

したi-Constructionの取組みにより得られるデータや、地盤情報、民間建築物等の国土に関する情報
をサイバー空間上に再現するプラットフォームを構築し、さらに官民が保有する公共交通や物流・
商流等の経済活動に関するデータや気象等の自然現象に関するデータを連携させる国土交通データプ
ラットフォームを構築し、施策の高度化やイノベーション創出を目指している。
i-Constructionの取り組み等を通じて蓄積したデジタルデータの利活用や、産学官連携によるデー

タ連携を進めるため、令和元年10月に設置した国土交通データ協議会を活用し、国土交通データプ
ラットフォームの整備を進める。2年4月には、国や地方公共団体の保有する橋梁やトンネル、ダム
や水門などの社会インフラの諸元やボーリング結果と連携し、同一地図上で表示・検索・ダウンロー
ドを可能とした「国土交通データプラットフォームver1.0」を公表し、その後、連携データを随時拡
充している。
国土交通データプラットフォームの利活用を促進するため、国土交通省の工事成果品を対象に検索

で使用するメタデータを自動で生成するプログラムの試作を進めている。また、2次元CAD図面から
3次元モデルを作成する技術を開発し、国土交通データプラットフォームへの実装を図る。

	 第2節	 技術研究開発の推進

 1	 技術政策における技術研究開発の位置づけと総合的な推進
国土交通省では「科学技術基本計画」（平成28年1月22日閣議決定）等の政府全体の方針を踏ま

えつつ、「第4期国土交通省技術基本計画」（平成29年3月策定）のもと効果的・効率的な産学官連
携を図りながら技術研究開発を推進するとともに、公共事業及び建設・交通産業等への開発成果の社
会実装に努めている。また、社会資本整備審議会・交通政策審議会技術部会の下に設置した「国土交
通技術行政の基本政策懇談会」において、新型コロナウイルス感染症がもたらす変化への対応や、自
然災害の激甚化を踏まえた防災・減災対策など、今後の技術政策の方向性について令和2年8月から
12月にかけて議論した。

（ 1 ）施設等機関、特別の機関、外局、国立研究開発法人等における取組み
施設等機関、特別の機関、外局や国土交通省所管の国立研究開発法人等における主な取組みは図表

のとおりである。国立研究開発法人においては、我が国における科学技術の水準の向上を通じた国民
経済の健全な発展その他の公益に資するため研究開発の最大限の成果を確保することを目的とし、社
会・行政ニーズに対応した研究を重点的・効率的に行っている。また、国土強靭化を中心としたイン
フラに係る革新的技術を公共事業等で活用するために、政府出資を活用して産・学の研究開発を支援
する研究委託制度を創設し、令和元年度より、各国立研究開発法人において設定した研究開発課題に
関する公募・採択を行い、研究開発を支援している。

【関連リンク】
国土交通データプラットフォーム　URL：https://www.mlit-data.jp/platform/
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 図表Ⅱ-10-2-1 施設等機関、特別の機関、外局における令和2年度の主な取組み
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 図表Ⅱ-10-2-2 国土交通省所管の国立研究開発法人等における令和2年度の主な取組み

։ൃ๏ਓ౳ڀݚཱࠃ ಺　　　　　༰

౔໦ڀݚॴ※ ྑ࣭ͳࣾձࢿຊのޮ཰తͳ੔උٴͼ๺ւಓの։ൃの推ਐʹ͢ࢿΔ͜ͱΛ໨తͱ͠ɺʮ҆શɾ҆৺ͳࣾձの࣮ݱʯɺʮࣾձࢿ
ຊのઓུతͳҡ࣋؅ཧɾߋ৽ʯɺʮ࣋ଓՄೳͰྗ׆あΔࣾձの࣮ݱʯʹ͢ݙߩΔͨΊのڀݚ։ൃΛ࣮ࢪ

※ॴڀݚஙݐ
ʮڊେ஍震౳のࣗવ֐ࡂʹΑΔଛই΍౗յの๷͢ࢿʹࢭΔɺݐங෺のߏ଄҆શ性Λ֬อ͢ΔͨΊのٕज़։ൃʯɺʮԹࣨޮՌ

Ψεのഉग़͢ࢿʹݮ࡟Δɺॅ୐ɾݐஙɾ౎ࢢ෼໺ʹ͓͚Δڥ؀ͱௐ࿨ͨ͠ݯࢿɾΤωϧΪʔのޮ཰తར༻Λ࣮͢ݱΔͨΊ
のٕज़։ൃʯ౳ɺॅ୐ɾݐஙٴͼ౎ࢢ計ըʹ܎Δٕज़ʹؔ͢Δڀݚ։ൃฒͼʹ஍震ֶ޻ʹؔ͢ΔݚमੜのݚमΛ࣮ࢪ

ަ௨҆શڀݚڥ؀ॴ ʮ࣍ੈ୅େंܕ։ ɾൃ࣮ ༻Խଅਐʯɺʮาंؒ௨৴のཁ݅ʹؔ͢Δௐࠪʯ౳ɺ཮্༌ૹの҆શ֬อɺڥ؀อશ౳ʹ܎Δڀݚݧࢼɺ
ࣗಈंのٕज़ج४ద߹性৹ࠪɺϦίʔϧʹ܎Δٕज़తূݕΛ࣮ࢪ

ւ্ɾߓ࿷ɾ
※ॴڀݚज़ٕۭߤ

ʢ෼໺ԣஅతͳڀݚʣ
ʮ࣍ੈ୅ւ༸ݯࢿௐٕࠪज़ʹؔ͠ɺւதͰの޻ࢪɺ༸্ج஍ͱւఈͱの༌ૹɾ௨৴ʹ܎Δڀݚ։ൃʯɺʮट౎ߓۭݍのػೳ

ڝࡍࠃ։ൃʯ౳ɺւ༸のར༻推ਐͱڀݚΔ܎ʹ౳্޲Πϯϑϥの҆શ性ɾҡ࣋؅ཧのޮ཰性のߓ૸࿏౳ۭ׈Խʹؔ͠ɺڧ
૪ྗのڧԽͱ͍ͬͨ՝୊ٴͼʮେن໛࣌֐ࡂʹରԠͨ͠ইපऀ༌ૹ΍ඃࡂ஍΁のࢧԉ෺ࢿ༌ૹΛޮ཰తʹͨ͏ߦΊのγ
ϛϡϨʔγϣϯٕज़のڀݚ։ൃʯ౳ɺ๷ٴࡂͼࡂݮରࡦの推ਐͱ͍ͬͨ՝୊ʹ͍ͭͯɺ෼໺ԣஅతͳڀݚ։ൃΛ࣮ࢪ

ʢધഫʹ܎Δٕज़ٴͼ͜ΕΛ׆༻ͨ͠ւ༸のར༻౳ʹ܎Δٕज़ʹؔ͢Δڀݚ։ൃʣ
ʮઌਐతͳધഫの҆શ性ධՁख๏ٴͼߋͳΔ߹ཧతͳ҆શ੍نのମܥԽʹؔ͢Δڀݚ։ൃʯɺʮધഫのάϦʔϯɾΠϊϕʔ

γϣϯの࣮͢ࢿʹݱΔֵ৽తͳٕज़ٴͼ࣮ւҬʹ͓͚Δӡߤ性ೳධՁख๏ʹؔ͢Δڀݚ։ൃʯɺʮւ༸࠶ੜՄೳΤωϧΪʔ
ੜ࢈γεςϜʹ܎Δج൫ٕज़ٴͼ҆શ性ධՁख๏のཱ֬ʹؔ͢Δڀݚ։ൃʯɺʮւۀ࢈ࣄのൃలΛ͑ࢧΔٕज़ֵ৽ͱਓࡐҭ
成ʹ͢ࢿΔٕज़ʹؔ͢Δڀݚ։ൃʯ౳ɺւ্༌ૹの҆શの֬อɺւ༸ڥ؀のอશɺւ༸の։ൃٴͼւ্༌ૹΛ͑ࢧΔج൫
తͳٕज़։ൃΛ࣮ࢪ

ʢߓ࿷ɺߤ࿏ɺւٴ؛ͼඈߦ৔౳ʹ܎Δٕज़ʹؔ͢Δڀݚ։ൃʣ
ʮ஍震֐ࡂのܰݮ΍෮چʹؔ͢Δڀݚ։ൃʯɺʮڝࡍࠃ૪ྗ֬อのͨΊのߓ࿷΍ۭػߓೳのڧԽʹؔ͢Δڀݚ։ൃʯɺʮԕִ

཭ౡͰのߓ࿷੔උ΍ւ༸ʹ͓͚ΔޮՌతͳΤωϧΪʔ֬อͳͲւ༸の։ൃͱར༻ʹؔ͢Δڀݚ։ൃʯɺʮԊ؛ੜଶܥのอશ
΍׆༻ʹؔ͢Δڀݚ։ൃʯ౳ɺԊ؛Ҭʹ͓͚Δ֐ࡂのܰݮͱ෮چɺۀ࢈ͱࠃຽੜ׆Λ͑ࢧΔετοΫのܗ成ɺւ༸ݖӹの
อશͱւ༸のར׆༻ɺւҬڥ؀のܗ成ͱ׆༻ʹؔ͢Δڀݚ։ൃΛ࣮ࢪ

ʢిߤࢠ๏ʹؔ͢Δڀݚ։ൃʣ
ʮશػۭߤのඈܦߦ࿏ͱ௨ա࣌ࠁʹΑͬͯަۭߤ௨Λ؅ཧ͢Δيಓϕʔεӡ༻ΛՄೳͱ͢Δٕज़ʹؔ͢Δڀݚ։ൃʯɺʮӴ

੕ߤ๏ʹΑΔਐೖண཮γεςϜΛ༻͍ͨۂઢਫ਼ີਐೖ౳のߴ౓ͳӡࣜํߤ౳ʹؔ͢Δڀݚ։ൃʯɺʮػۭߤのඈ؅ߦཧγε
ςϜ͕࣋ͭӡߤ৘ใͳͲΛ஍্ʹ఻ૹͯ͠ަۭߤ௨؅ཧʹ׆༻͢Δٕज़ʹؔ͢Δڀݚ։ൃʯɺʮҟछγεςϜؒの৘ใަ׵
ʹ͓͍ͯ҆શ性のอূ͞Εͨڞ௨σʔλج൫のߏஙʹؔ͢Δڀݚ։ൃʯ౳ɺيಓϕʔεӡ༻ʹΑΔަۭߤ௨؅ཧのߴ౓Խɺ
։ൃΛڀݚ౓Խʹؔ͢Δߴͼ௨৴のٴ༗ڞの৘ใؒऀ܎దԽɺؔ࠷௨のަۭߤΑΔʹ༺׆৘ใの্ػ౓Խɺߴӡ༻のߓۭ
ࢪ࣮

※国立研究開発法人
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（ 2 ）地方整備局における取組み
技術事務所及び港湾空港技術調査事務所においては、管内の関係事務所等と連携し、建設工事用材

料及び水質等の試験・調査、施設の効果的・効率的な整備のための水理実験・設計、環境モニタリン
グシステムの開発、施設の維持管理に関する調査等、地域の課題に対応した技術開発や新技術の活用・
普及等を実施している。

（ 3 ）建設・交通運輸分野における技術研究開発の推進
建設技術に関する重要な研究課題のうち、特に緊急性が高く、対象分野の広い課題を取り上げ、行

政部局が計画推進の主体となり、産学官の連携により、総合的・組織的に研究を実施する「総合技術
開発プロジェクト」において、令和2年度は、「建築物と地盤に係る構造規定の合理化による都市の
再生と強靱化に資する技術開発」等、計6課題について、研究開発に取り組んでいる。
また、交通運輸分野においても、安全環境、人材確保難等の交通運輸分野が抱える政策課題解決に

資する技術研究開発を、産学官の連携により推進しており、2年度は、「高精度測位技術を活用した
自動離着桟システムに関する技術開発」に取り組んでいる。

（ 4 ）民間企業の技術研究開発の支援
民間企業等の研究開発投資を促進するため、試験研究費に対する税額控除制度を設けている。

（ 5 ）公募型研究開発の推進
建設分野の技術革新を推進していくため、国土交通省の所掌する建設技術の高度化及び国際競争力

の強化、国土交通省が実施する研究開発の一層の推進等に資する技術研究開発に関する提案を公募す
る「建設技術研究開発助成制度」では、政策課題解決型技術開発公募（2～ 3年後の実用化を目標）
の公募を行い、令和2年度は新規7課題、継続10課題を採択した。
また、交通運輸分野については、安全安心で快適な交通社会の実現や環境負荷軽減等に資するイノ

ベーティブな技術を発掘から社会実装まで支援する「交通運輸技術開発推進制度」において、新規4
課題、継続4課題を実施した。さらに、同制度の研究課題の紹介と成果の普及・促進を図るとともに、
時事の技術テーマを選んで広く議論する「交通運輸技術フォーラム」を、今年度は新型コロナウイル
ス感染症対応をテーマに3年3月9日に開催した。

 2	 公共事業における新技術の活用・普及の推進
（ 1 ）公共工事等における新技術活用システム
民間事業者等により開発された有用な新技術を公共工事等で積極的に活用するための仕組みとし

て、新技術のデータベース（NETIS）を活用した「公共工事等における新技術活用システム」を運用
しており、令和2年度は公共工事等に関する技術の水準を一層高める画期的な新技術として推奨技術
等を6件選定した。また、脱炭素社会実現に向け、NETISにCO2削減関連技術の専用ページを新設した。

（ 2 ）新技術の活用促進
公共工事等における新技術の活用促進を図るため、各設計段階において活用の検討を行い、活用の

効果の高い技術については工事発注時に発注者指定を行っている。発注者や施工者が新技術を選定す
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る際に参考となる技術の比較表を、工種・テーマ毎に作成・公表し、新技術の活用促進を図っている。
また、令和2年度より、一部を除く直轄土木工事において新技術の活用を原則義務化している。

	 第3節	 建設マネジメント（管理）技術の向上

 1	 公共工事における積算技術の充実
公共工事の品質確保の促進を目的に、中長期的な担い手の育成及び確保や市場の実態の適切な反映
の観点から、予定価格を適正に定めるため、積算基準に関する検討及び必要に応じた見直しに取り組
んでいる。
公共工事の土木工事では、建設現場における生産性を向上させ、魅力ある建設現場を目指す
i-Constructionの推進のため、「i-Constructionにおける「ICTの全面的な活用」について」に示され
た実施方針に基づき、ICT活用工事に係わる積算基準等の改定を行い、中小企業を対象とする工事を
含めてICTを全面的に活用した工事等を積極的に実施し、建設現場におけるプロセス全体の最適化を
図っている。
積算基準全般においては、法令や設計基準の改定の他、経済社会情勢の変化や市場における労務及
び資材等の取引価格を的確に反映し、最新の施工実態や地域特性等を踏まえた見直しを行っている。

 2　	 BIM/CIMの取組み
BIM/CIM（Building/ Construction Information Modeling, Management）は、調査・計画・設計段
階から施工、維持管理の建設生産・管理システムの各段階において、3次元モデルを連携・発展させ、
あわせて事業全体に携わる関係者間で情報を共有することで、生産性向上とともに品質確保・向上を
目的とするものである。平成24年度からBIM/CIM活用業務・工事の試行を始め、令和3年3月まで
に累計1,506件を実施し、活用を拡大している。5年度までに小規模を除く全ての公共工事において
BIM/CIM活用へ転換することを目指す。
令和2年度には、BIM/CIMモデルを作成するという視点から、事業の各段階においてBIM/CIMを
効果的に活用するという視点で既存基準要領等を見直すとともに、3次元モデル成果物の作成方法を
明確化し、新規要領の策定を行った。また、BIM/CIMを扱うことのできる技術者を育成するための
研修プログラムやテキストの作成を行い、今後更なるBIM/CIMの活用拡大を図っていく。
官庁営繕事業においては、平成22～ 24年度にBIM導入の試行を行い、この結果等を踏まえ、26
年3月に「官庁営繕事業におけるBIMモデルの作成及び利用に関するガイドライン」を作成した。
30年8月には施工段階のBIM活用事例を追加するなどの改訂を行い、30年以降は発注者指定による
BIMの試行を実施するなど、更なるBIM活用を図っている。
また、官民一体となってBIMの推進を図る「建築BIM推進会議」（事務局：国土交通省）を令和元
年6月に設置し、BIMを活用した建築生産等の将来像と、その実現に係る工程表をとりまとめた。

【関連リンク】
i-Construction（再掲）　URL：https://www.mlit.go.jp/tec/i-construction/index.html
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	 第4節	 建設機械・機械設備に関する技術開発等
（ 1 ）建設機械の開発及び整備
国が管理する河川や道路の適切な維持管理、災害復旧の迅速な対応を図るため、維持管理用機械及

び災害対策用機械の全国的な整備及び老朽化機械の更新を実施している。
また、治水事業及び道路整備事業の施工効率化、省力化、安全性向上等を図るため、建設機械と施

工に関する調査、技術開発に取り組んでいる。

（ 2 ）機械設備の維持管理の合理化と信頼性向上
災害から国民の生命・財産を守る水門設備・揚排水ポンプ設備、道路排水設備等は、その多くが高

度経済成長以降に整備されており、今後、建設から40年以上経過する施設の割合は加速度的に増加
する見込みである。これらの機械設備は、確実に機能を発揮することが求められているため、設備の
信頼性を確保しつつ効率的・効果的な維持管理の実現に向け、状態監視型の保全手法の適用を積極的
に推進している。
また、ポンプは従来一品毎に設計、製作、据付を行っていたが、これを小型化・規格化し、かつ、

各機器のマスプロダクツ化を徹底して図ることにより大幅なコストダウン、コンパクト化を行うと共
に、メンテナンス性の向上等を図る必要がある。
機械設備にかかる大更新時代の到来が必然である中、更新を契機ととらえ、これら機械設備に係わ

る諸課題について検討することを目的にしたマスプロダクツ型排水ポンプ開発にも着手する。

（ 3 ）建設施工における技術開発成果の活用
大規模水害、土砂災害、法面崩落等の二次災害の危険性が高い災害現場において、安全で迅速な復

旧工事を行うため、遠隔操作が可能で、かつ、分解して空輸できる油圧ショベルを開発し、平成26
年度までに11台配備した。30年度には、土砂崩落により民家4軒が被災した大分県中津市耶馬溪町
や北海道胆振東部地震で河道閉塞した北海道厚真町厚真川に派遣するなど、災害復旧活動に活用して
いる。

（ 4 ）AI・ロボット等革新的技術のインフラ分野への導入
我が国の社会インフラをめ

ぐっては、老朽化の進行、地震及
び風水害の災害リスクの高まり等
の課題に直面している。そこで、
ロボット開発・導入が必要な「5
つの重点分野」（維持管理：橋梁・
トンネル・水中、災害対応：調
査・応急復旧）において、実用性
の高いロボットの開発・導入を図
ることで、社会インフラの維持管
理及び災害対応の効果・効率の向
上に取り組んできた。平成26 ～

 図表Ⅱ-10-4-1 AI開発支援プラットフォーム
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29年度、「5つの重点分野」に対応できるロボットを、直轄現場等において検証・評価を実施した。
維持管理分野の内、現場検証によって一定の性能が確認された技術については、実際の点検に導入さ
れている。今後は、「人の作業」の支援に加え、「人の判断」の支援が生産性向上のカギであり、建設
生産プロセス、維持管理、災害対応分野での人工知能（AI）の社会実装を推進する。このために、土
木技術者の正しい判断を蓄積した「教師データ」を整備・提供し、民間のAI開発を推進する「AI開
発支援プラットフォーム」の開設を目指している。
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